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１

監 査 結

中央病院事業会計について

監査結果のうち重要と考え

ア 医師に貸与されていたコ

費として費用処理されてい

して計上した上で病院管理

いと現物給与として課税対

果

る指摘事項

（主

ンピュータが研究研修

る。これは固定資産と

の下に貸与処理をしな

象となる。また、現物

医

も病

ら、

の下

措 置 の

務課 健康福祉部医務課）

師に貸与されているコンピュ

院管理の下に貸与処理されて

固定資産として貸借対照表に

に貸与処理することとした。

内 容

ータについては、現在

いるが、平成 年度か

計上した上で病院管理

給与となると給与条例違反

イ 科別損益を適用するに当

場所ごとに把握できる原

ター）別の管理が必要であ

として記述する。

ウ 平成 年度における購入

医療機器の購入は 件（た

の高額医療機器を除く。）

になる。

たっては、費用の発生

価部門（コストセン

ると考えるが一応意見

今

価額 千円以上の

だし、 千円以上

であるが、そのうち

平

機種

討し

後、原価部門別の管理につい

成 年度から、医療機器の選

の機能、性能はもとより経済

、できる限り競争入札に付す

て研究する。

定に当たっては、類似

性についても十分に検

るよう努めている。

件が随意契約により行なわ

医療ミス防止の観点から

優先されることは理解でき

て独立採算性が要求される

ら見積価額等の要素も含め

きである。

エ 現在、機種比較の対象と

や見積書等が、物品購入伺

れている。

操作性等の機能比較が

るが、病院事業におい

以上、経済性の観点か

て機種選定を行なうべ

された機種のカタログ

書に添付されていな

平

能・

成 年度から、選定経緯をよ

価格等が比較できるチェック

り明確にするため、機

表やカタログ等の検討

い。

各機種の見積書等を物品

性を重視するあまり極端に

なっていないかどうか、判

である。

オ 清掃委託については、過

競争入札により委託料が低

で、一般競争入札の再検討

購入伺に添付し、機能

非経済的な機種選定に

断できるようにすべき

資料

去の経緯を見ると一般

くなった実績があるの

が必要である。

県

舎管

り（

を決裁資料として添付するこ

では、不況下における県内業

理業務の県内業者への優先発

総務部長通知（平成 年２

ととした。

者育成の観点から、庁

注を全庁的に進めてお

月５日付け管財第

また、予定価格算定基礎

の最低賃金を採用すること

人件費・経費率を考慮した

カ 一般会計繰入金の一部に

として労働基準監督署

は疑問がある。適正な

積算が必要である。

号）

平成

より

ま

県庁

監修

費・

ついて繰入額に間接費 間

）、県立中央病院においても

年度より一般競争入札では

業者を選定している。

た、予定価格の算定について

舎と同様、「建築保全業務積

、全国の平均市場単価を下に

経費率を考慮することとした

接費は、不採算医療に対し直

、この趣旨を踏まえ、

なく、指名競争入札に

は、平成 年度から、

算基準」（国土交通省

設定）に基づく人件

。

接関係のない費用であ

の負担が計上されていない。 り、その定義や範囲は曖昧であるため、今後、他県の事



医師、看護師給与があれば、これらを支える間 例を参考にしながら、間接費の算定方法について研究す

接人件費、間接経費等、間

これらがほとんど考慮され

自治体病院の公的負担を

が病院費用の赤字を負担し

らかにするためにも、繰入

繰入原価を表示する必要が

キ 医師等の研究研修に要す

経営研修費用の 負担につ

接費がついて回るが、

ていない。

明らかにし、一般会計

ていないかどうかを明

金収入とこれに対する

ある。

る必

な

る際

にな

たい

る経費及び病院事業の

いて、公的な費用を

国

経費

要があると考えている。

お、次期経営健全化計画（平

に、一般会計負担金の積算方

るので、それまでに間接費を

。

の繰出基準においては、医師

と病院事業の経営研修に要す

成 年度 ）を策定す

法の見直しをすること

試算し、参考資料とし

等の研究研修に要する

る経費については、２

負担するという趣旨ならば

入金のうち公的な負担部分

なるが、公営企業繰出金基

いる。

ク 女子宿舎、八王子旧宿舎

利用度を高めるか処分して

である。

、厳密には一般会計繰

が妥当（ ％以下）と

準による繰入となって

分の

の基

、保育所については、

代替施設を確保すべき

八

検討

女

また

１ほど繰り出す旨規定されて

準どおりの負担金を措置する

王子旧宿舎については、将来

する。

子宿舎、保育所については、

、企業債も未償還となってい

いるので、今後とも国

。

的には処分する方向で

現在、利用者もあり、

ることから、職員に積

ケ 貸借対照表上、退職給与

ない。

退職給与は職員等の勤続

て少しずつ発生するもので

を規則的に計上しないと有

とにはならない。

これを一時に計上するこ

極的

引当金が計上されてい

期間によって債務とし

あり、退職給与引当金

用な情報を開示したこ

とは困難と考えられる

本

制度

ま

取り

中で

金繰

を継

に働きかけ利用度を高めるよ

県が行っている引当方法につ

上は適正と認められていると

た、退職給与引当金は、退職

崩すことができず、累積欠損

、引当基準を変更し、引当額

りの悪化を招くことになり、

続することとし、財務規則等

う努める。

いては、地方公営企業

ころである。

金支払いのため以外で

金が解消されていない

を増額することは、資

当面は現状の引当方法

の設定についても、今

ので、できるだけ早期の計

の年数で積み立てる方法等

る。会計方針として山口県

設定し、規則的に計上する

監査結果個別事項

ア 自己負担及び保険に関す

め、チェック体制を検討す

解釈や算定の誤りによる

上が望ましいが、一定

を検討する必要があ

病院事業財務規則等に

必要がある。

後の

る請求漏れ防止のた

る必要がある。

診療報酬の減点はコス

請

策の

る。

検討課題とする。

求漏れや減点については、平

取り組みを一層強化し、極力

成 年度より以下の対

その削減に努めてい

ト増の要因となるため、そ

すべきである。

イ 医業未収金の過去５年間

業収益の伸び以上に患者負

れらは可能な限り削減 ・必

・課

の

・保

知

・保

の推移を見る限り、医

担分の滞留未収が着実

平

少対

要に応じた精度調査（サンプ

内減点会議（毎月、医事課職

積極的な活用

険対策委員会で示された方針

徹底

険診療に関する講習会（職員

成 年度以降、引き続き患者

策及び回収に努めていく。

リング調査）の実施

員と委託業者で実施）

の院内関係職員への周

が対象）の実施

負担分医業未収金の減

に伸びていることがうかが

すべきかが病院経営の重要

ウ 支払命令の申し立てにつ

たことはないようであるが

費を支払った者とそうでな

平である。

え、これをいかに回収

課題である。

いては、一度も実行し

、これでは正当に治療

い者とは明らかに不公

民

争い

があ

いの

し

あり

事訴訟法上の支払命令の手続

の意思がある場合は訴訟手続

り、他県の自治体病院でもほ

が実情である。

かし、債務者の住所が特定さ

ながら、故意に納入しないと

については、債務者に

に移行するなどの問題

とんど活用されていな

れていて、支払能力も

いった悪質な未納者に

対しては、支払命令の手続をとることを検討する。



エ 未収金の回収について、病院単位で回収するの 今後、他病院の事例等を調査し、導入の可能性につい

みならず、クレジットカー

かどうか検討する必要があ

しては債権の回収は確実と

もわかる。しかも患者にと

となる。

オ 督促訪問等については、

把握が行われているのみで

に対する今後の対応につい

ド会社との提携が可能

ると思われる。病院と

なり、本人の信用能力

っては分割払いが可能

て研

実施した結果の件数の

、未納となっている者

て、具体的な資料が作

未

ベー

だけ

究する。

納者については、患者情報シ

ス化して管理しているが、事

で、今後の方針が示されてい

ステムによりデータ

実経過を入力している

なかったので、今後、

成されていない。これでは

分である。また、既存デー

報」）については、機密保

い、有効活用する必要があ

カ 不納欠損処分に係る書類

記入であるが、消滅時効５

上、日付は明確にすべきで

また、滞納者との接触等

、管理資料として不十

タベース（「患者情

持に最善の注意を払

る。

高額

して

留意

について、決裁日が未

年という縛りがある以

ある。

の経緯を明確にしてお

不

の接

未納者については、順次、対

いく。データベースの活用に

しつつ、今後一層の充実を図

納欠損処分に係る書類への決

触等の経緯の明確化について

応方針を策定し、入力

ついては、機密保持に

る。

裁日の記入や滞納者と

、改めた。

く必要がある。

キ 過誤納金還付一覧表に基

いて調査を実施したが、内

んどが病院側のミスである

プトの精査が行われていれ

りもあり、外部委託業者の

ク 一般の薬品は払出数量が

より計算されるため、ロス

づき、一連の手続につ

容を検討すると、ほと

。中には、十分なレセ

ば直ぐに発見できる誤

質の問題でもある。

レ

を防

ころ

て具

監督

、 卸数量、受入数量

の把握が困難である。

抗

限薬

セプト請求に際しては、単純

ぐため十分精査するようこれ

であるが、平成 年度より、

体的な事例を示しながら、委

を強化することとした。

生物質・抗がん剤・血液製剤

等の注射薬については以前か

な算定ミスや請求漏れ

までも指導していると

課内減点会議等におい

託業者に対する指導・

・毒薬・向精神薬・制

ら払出管理を行ってき

多品種のため個別の払出管

も、重要性を考慮し、部分

る払出数量のチェックをす

ケ 薬品使用数と診療報酬単

時々照合し、使用効率を検

コ 卸は薬剤師のみで実施

の立会人はない。（財務規

する 卸資産の受払を行っ

理をするのは無理で

的にでも処方箋等によ

ることが必要である。

たが

から

価算定上の数量とを

討する必要がある。

平

実を

されているが、他部署

則第 条で院長の指示

ていない職員と定めら

平

（注

名で

、内外用薬は平成 年５月、

全ての薬品について個別払出

成 年度より、定期的に照合

図るよう検討を行う。

成 年度より、調剤室（内外

射薬）でそれぞれ検査者１名

毎月末 卸を実施することと

注射薬は平成 年３月

管理を行っている。

を行い、使用効率の充

用薬）、注射薬管理室

と立会者（他部署）１

した。

れている。）

サ 給食業務について、民間

ト・デメリットについての

給食業務が試算の結果、

という実態を考えた場合、

が必要である。

給食業務の収支試算の作

金等を含んだ給与費、減価

委託した場合のメリッ

検討が必要である。

収支がマイナスである

収支の面も含めた検討

成に当たっては、退職

償却費等の諸経費を算

民

るが

厨

絡・

うデ

し

出方

間委託した場合、人件費軽減

、実際に委託を行った病院で

房という流れの中に委託業者

調整の回数が増え、指示の不

メリットもあると聞いている

かしながら、収支面での考慮

法を加味しながら、一部委託

のメリットは考えられ

は、医師 管理栄養士

が介在することで、連

徹底等が発生するとい

。

も必要であるため、算

（例えば、一般食は民

出し、適正な原価計算が行

要がある。

シ 現物に貼付してある物品

が記載されていない。現物

べきであると考える。また

入年度のみを記載している

物品標示票が貼付されてい

た。

われるよう検討する必 間委

部に

標示票に台帳ナンバー

管理の面からは記入す

、平成 年度までは購

とのことであったが、

ないものが散見され

平

品標

託、特別食は直営という方法

わたる検討を続けていきたい

成 年度に、記入漏れの台帳

示票を貼付した。

）も視野に入れて、細

。

ナンバーを記載し、物

ス 昭和 年に旧病院から引き継いだ医療機器につ 除却手続がなされているものの、実際に使用されてい



いては、すべて除却が完了したとされているが、 る医療機器については、指摘どおり資産に計上した。

実際に使用されているもの

確認し、残存価額に相当す

べきである。

また、平成 年度の除却

からの報告書は保管されて

べて廃棄されたかどうか確

かった。資料の保管義務は

セ 平成 年度除却分の医療

が確認された。現物を

る部分を資産に計上す

については、廃棄業者

おらず、除却物品がす

認することができな

厳守する必要がある。

平

機器について除却理由 平

成 年度以降はすべて保管し

成 年度より、除却理由につ

ている。

いて、より具体的に記

が示されないまま処分決裁

規則第 条第１項第３号に

かにすべきである。

ソ 県立中央病院院長に事務

は、県事務委任規則により

が、感染症センター改修

円であるにもか

施工されていた。

がとられている。財務

従い、除却理由を明ら

載す

を委任されている工事

２千万円未満である

工事は設計金額が

かわらず、院長決裁で

今

予算

計上

ることとした。

後、予算見積額が２千万円以

編成の段階で、建築指導課へ

する。

上のものについては、

の委託工事として予算

タ 防災警備業務について相

ための資料がない。業務完

管すべきである。

チ 洗 業務の支払が契約書

い。契約書を改正するか、

要がある。

手方からの履行確認の

了報告書を入手し、保

防

「警

より

め、

取す

どおりになっていな

契約どおり履行する必

平

て改

災警備業務については、業務

備日誌」を受託業者に毎日作

履行状況を確認しているが、

平成 年度から、正式な業務

ることとした。

成 年度の契約から、契約書

正した。

委託仕様書に定める

成・提出させ、これに

簡易なものであるた

完了報告書を併せて徴

の条文を実態に合わせ

ツ 委託料について、平成

契約 件のうち、競争入札

いうのはあまりに低い割合

テ 病院が自主的に作成して

て、皮膚科及び歯科は給与

過している現状であるが、

年度の 万円以上の

を実施したのは６件と

であると考える。

機

た、

定し

いる

が、

いる科別損益につい

費だけで医業収益を超

病院経営の観点からも

診

ら、

てい

械の保守等は他業者では対応

人命を預かる病院においては

た対応が可能な業者を選定す

。このような観点から随意契

できる限り競争入札を行うよ

療科の在り方については、科

県の基幹病院としての役割等

くこととしたい。

困難なものが多く、ま

、継続して安全かつ安

ることが必須と考えて

約が多くなっている

う努めたい。

別損益も参考にしなが

も考慮し、今後検討し

検討する必要がある。

ト へき地診療の損益収支が

とは、経費の配賦方法に検

る。

受託検査の原価がゼロに

ても、同様であると考える

ナ 原価計算算出要領につい

直接給与については配賦で

プラスになるというこ

討の余地があると考え

なっていることについ

。

経

て、材料費、薬剤費、

はなく直課できるよう

今

費の配賦方法について、今後

後、原価部門別の管理につい

研究する。

て研究する。

に、データ計算を自動的に

また、間接費は、配賦計

が、人件費、給与費の割合

積、収益で配賦する必要が

また、一般会計繰入金に

定し、医業損益から除外し

定する必要がある。

また、現在の科別損益は

行う必要がある。

算によることとなる

だけでなく、使用面

ある。

対する実際の費用を算

、本来の医業収益を算

、相当な労力を費やし

て作成されているが、ルールを定め、自動集計で



きるシステムを構築する必要がある。

ニ 他会計負担金のうち、救

おいては、元金部分は資本

収益的収支として繰り入れ

は資本的ベースが正しい処

として繰り入れるべき金額

正しい。

ヌ 診療材料管理システム

ティーについて、 、パ

急医療に要する経費に

収支であるのに対し、

られている。元金部分

理であり、収益的収支

は減価償却費相当分が

救

資本

の端末機のセキュリ

スワードによる入力資

入

の設

急医療に要する経費の積算に

的収入として処理する方法に

力資格者、保管場所・保管期

定について、文書として定め

ついては、元金部分を

改めた。

間、廃棄方法、機密度

ることとした。

格者については、当院関係

室職員、放射線部職員）と

るが、入力資格者について

い。

出力情報のデータの保管

ての定めはない。

また、廃棄方法の定めは

出力情報の機密保護対策

者（用度係職員、手術

受託業者のみとしてい

文書としての定めはな

場所・保管期間につい

ない。

について、機密度の設

定の有無がなされていない

ネ 超低金利時代、このまま

率で返済を続けなければな

間では考えられないことで

バブルがはじけ、借入当

化している現在借換等懸命

る。これは山口県だけの問

が不合理と感じることは財

。

年以上も借入時の利

らないことであるが民

ある。

初とは状況が急激に変

な努力をする必要があ

題ではないと思われる

政的負担も考えて積極

病

ない

開設

今後

院事業債の借換について、今

が、全国知事会、中国地方知

者協議会を通じて毎年要望し

とも国への要望を継続する。

のところ国は認めてい

事会、全国自治体病院

ているところであり、

２

的に主張すべきである。

ノ 保育園敷地として病院が

内、病院職員等の駐車場と

分については、行政財産使

ある。

精神病院事業会計について

監査結果のうち重要と考え

貸与している敷地の

して使用されている部

用許可の変更が必要で

行

（主

る指摘事項

政財産使用許可面積を変更し

務課 健康福祉部医務課）

た。

ア 病院の建替に当たり、収

ないことは問題がある。

建替えにより病床数が減

及び減価償却費負担が重く

と、さらに退職給与引当金

収支が大幅に悪化するか、

に増加することが十分考え

建設後の県の財政負担が

支計画が発表されてい

少すること、支払利息

のしかかってくるこ

を規則的に計上すれば

一般会計負担金が大幅

られる。

今後どうなるのかがわ

事

件費

ら、

だけ

務的な試算は行っているが、

に関わる人員配置が、現在、

今後さらに人員配置計画など

早期に収支計画を策定したい

費用の太宗を占める人

確定していないことか

の検討を加え、できる

。

からない。

イ 退職給与は勤務期間によ

いくものである。したがっ

規則的に計上しないと有用

にならない。

ウ 平成 年３月期に支払わ

多額であったため、繰延勘

って少しずつ発生して

て、退職給与引当金を

な情報を開示したこと

本

制度

は現

た

度か

れた退職給与の金額が

定を設定しているが、

今

た上

県が行っている引当方法につ

上は適正と認められていると

状の引当方法を継続する。

だし、今後の定年退職者の動

ら退職給与引当金基準額を

後、繰延勘定を設定する場合

で行うこととする。

いては、地方公営企業

ころであるため、当面

向を踏まえ、平成 年

万円加算した。

は指摘の趣旨を考慮し

繰延勘定とはリストラなど経営改善を図るため臨



時的に多額の退職金を支払い、以後の経営が改善

されるためその効果が支払

認められるものであって、

退職給与が支払われた場合

る。

エ 県立中央病院と同じく負

給の給与のうち、直接費相

自治体病院の公的負担を明

病院費用の赤字分までを負

い後に現れることから

あらかじめ予定された

は該当しないと考え

担金は医師給、看護師

当額しか負担がない。

らかにし、一般会計が

担していないかどうか

間

り、

例を

る。

接費は、不採算医療に対し直

その定義や範囲は曖昧である

参考にしながら、間接費の算

接関係のない費用であ

ため、今後、他県の事

定方法について研究す

を明らかにするためにも、

繰入原価を表示する必要が

オ 領収書用紙（収納済通知

ある。

すべての領収書の管理を

とも発行時までには連番で

らかじめ印刷しておくこと

監査結果個別事項

繰入金とこれに対する

ある。

書）の管理が不十分で

するためには、少なく

アウトプットするかあ

が大切である。

平

式作

成 年度より、領収書番号（

成時に連番で印字するように

収納済み通知書）を様

した。

ア 調定減は可能な限り削減

療機関より高い減点率の改

職員の再教育（研修）又は

れる。

イ 返戻レセプトについて、

因の減額漏れがあり、チェ

討する必要がある。

ウ 患者負担分未収金の滞留

すべきであり、他の医

善に早急に取り組み、

外部委託の検討が望ま

平

減点

資格喪失後の受診が原

ックの方法について検

資

てい

した

未収が増加しているこ 文

成 年度より医事業務外部委

率の改善に努めている。

格喪失のチェックについては

るが、平成 年度から毎月定

。

書（督促状）や電話による催

託を実施し、調定減や

随時、保険証を確認し

期的に確認するように

促に加え、納入相談

とがうかがえ、これをいか

課題である。

エ 未収金整理表の記載不備

添付資料の整備不備（督促

最終的に不納欠損処理に至

れる。

オ 医療費の不納欠損処理に

に係る処理を平成 年度に

に回収すべきかが重要 （家

進に

（記録欄未記入）や、

状添付無し）があり、

る原因の一つと考えら

未

て改

ついて、平成 年度分

一括して計上してお

平

庭事情に応じた制度紹介等）

努めており、今後も一層の早

収金整理票の記載漏れや督促

善し、処理の経過が明確にな

成 年度より適正に執行する

を実施する等、納入促

期回収に努める。

状の写しの添付につい

るよう整理する。

よう改めた。

り、これは５年間で時効と

反する不当な処理である。

また、平成 年３月 日

覧した結果、決裁日、起案

のがあった。

カ 過誤納金（医療費の本人

年度中に２件発生してお

の不足による病院側のコン

なる不納欠損の要件に

における決裁文書を閲

者の職氏名が空欄のも

平

負担分）の還付が平成

り、これは入力時確認

ピュータ端末入力誤り

平

入力

すよ

成 年度より記入するよう改

成 年度以降は医事業務委託

時における確認作業を十分に

うにする。

めた。

業者が行っているが、

行い、誤りを極力なく

によるものである。

キ 薬品在庫単価は平成 年

渉後の価格となっているが

引きが行われているものに

は行われているが在庫価格

金額的には重要性はないが

に欠ける。

ク 薬品のより効率的な在

９月（前期）の価格交

、その後３月までに値

ついて、出庫額の修正

は修正されていない。

手続きとしては統一性

在

庫管理のためにコン 現

庫金額を修正した。

在でも部分的に電算化による処理を行っているが、

ピュータの利用を検討すべきである。 より効率的な在庫管理を考えた新たなシステムの導入を



検討したい。

ケ 薬品の 卸が箱単位で行

管理が逆算で行われており

が正確に把握されていない

コ 薬局 卸手続きにおいて

る立ち会いが行われていな

われているため、出庫

帳簿残と実在庫の差額

。

平

毎日

品は

庫管

、薬局以外の職員によ

い。

平

が、

た。

た。

成 年度より、向精神薬及び

全品目の箱及び中の数量まで

、年度末に全品目の箱及び中

理、出庫管理をより適正なも

成 年度までは、毎年、事務

平成 年度末は、業務が輻輳

平成 年度から、事務局職員

高額薬品については、

確認し、上記以外の薬

の数量を確認して、在

のとした。

局職員が立会していた

し、調整がつかなかっ

が立会することとし

サ 薬品在庫表と決算書の数

算書が誤りである。

シ 給食材料として精米が在

庫表と決算書の数値が異な

誤りである。

ス 重油が 卸しされてい

セ 卸表は検証可能性を考

表示することが望ましい。

値が異なっており、決 平

庫計上されているが在

っているが、決算書が

平

ない。 平

慮して、所在場所別に 平

成 年度決算において修正し

成 年度決算において修正し

成 年度決算において修正し

成 年度決算において改めた

た。

た。

た。

。

ソ 消費税については、毎月

に元の勘定科目に振り戻し

が免税事業者であることか

は不要である。

タ 給食事業損益について、

以上、県立中央病院と同様

方策を検討する必要がある

チ 固定資産について、土地

税抜き処理をし、期末

されているが、当病院

ら、毎月の税抜き処理

公

ため

成

後も

診療報酬に上限がある

にコストダウンを図る

。

今

な民

・構築物勘定の元帳が 平

営企業の経理方式は、税抜き

、期中の税抜き処理を原則と

年度より当病院が課税事業者

毎月の税抜き処理は必要であ

後も効率的な運用に努めると

間委託も視野に入れた経済的

成 年度に元帳を整備し、適

処理とする必要がある

して行っていたが、平

となったことから、今

る。

同時に、業務の部分的

な運用の検討を行う。

正に記載した。

作成されておらず、土地・

存在する。

建物勘定については期中

ていない。

ツ 固定資産台帳の記載内容

の管理台帳として不適切で

テ 固定資産の現物管理につ

建物以外の固定資産が

増加分の計上しかされ

等に不備があり、現物

ある。

現

補助

帳と

いて、現物に物品標示 現

行様式では、負担金、補助金

簿において明記していたが、

補助簿を統合したものに改編

物に物品標示票を貼付し、平

の記載欄がないため、

平成 年度より現行台

した。

成 年度より、台帳と

票を貼付し、台帳との照合

である。

ト 除却手続について、除却

とるべきである。

山口県病院事業財務規則

には遅滞なく報告書を添え

しなければならないと定め

れておらず、合規性に違反

を定期的に実施すべき の照

理由を明記して決裁を

第 条により、除却時

てその旨を知事に報告

られているが、報告さ

している。

平

決

成

合を定期的に行うよう改めた

成 年度より理由を明記する

算書調整時に報告している（

年度から、除却時に遅滞なく

。

よう改めた。

決算審査資料）が、平

報告することとした。

ナ 減価償却について、建物

の償却年数が、山口県病院

べきとして定めている耐用

ない。

ニ 山口県病院事業財務規則

取得年度の翌年度から行う

が、取得年度に償却費を計

る。

増加分（資本的支出）

事業財務規則が適用す

年数省令と合致してい

平

う修

第 条により、償却は

よう定められている

上しているものがあ

平

成 年度決算において、耐用

正した。

成 年度決算時において、適

年数省令と合致するよ

正に処理した。

ヌ 残存価格まで償却されていないものがある。 平成 年度決算時において、適正に処理した。



ネ 残存価格として残すべき金額を超過して減価償 平成 年度決算時において、適正に処理した。

却された固定資産がある。

ノ 建物の耐用年数は平成

れているが、減価償却費が

上になっている。

ハ 受贈財産及び負担金・補

産については減価償却をし

なっているが、固定資産台

経緯を記載しておかないと

年度から大幅に短縮さ

平成 年度から過少計

平

助金で取得した固定資

なくてもよいことに

帳にこれらについての

、減価償却をしない固

平

成 年度決算時において修正

成 年度より記載するよう改

し、正確に計上した。

めた。

定資産かどうかの判断が帳

た、減価償却費の計算の正

ない。

ヒ 除却に伴う補助金等の取

年度はされていないが、

取り崩しがされている。地

条の２は任意規定である

すべきであり、また継続性

簿上わからない。ま

確性がすぐに検証でき

り崩しについて、平成

平成 年度の除却では

方公営企業法施行令第

が、会計的には取り崩

にも反する。

平

時に

成 年度分の除却手続きにつ

過年度修正により取り崩しを

いて、平成 年度決算

行った。

フ １件 千円以上の固

（平成 年度は建物２件、

かわらず、当該事項につい

がされていない。

ヘ 独身寮は空家になってお

する程度である。病院建替

とであるが、独身寮の利用

る。

定資産購入があった

機械備品３件）にもか

て事業報告書への記載

平

り、時々研修生が使用

え後も残る予定とのこ

方法を検討すべきであ

看

に研

いの

成 年度より、遺漏のないよ

護実習が年間を通じて実施さ

修生の控室やミーティングル

で、当面独身寮を代替施設と

うに記載した。

れているが、現有施設

ームが整備されていな

して利用したい。

医師公舎１戸も空屋とな

を考える必要がある。

ホ 院外業者による理髪営業

髪施設の使用については行

続きを行うか、若しくは委

る。

マ 委託業務に係る指名競争

規定に基づき実施されてい

っている。同様に利用 医

施設

に関し、院内設置の理

政財産の使用許可の手

託契約を行う必要があ

委

入札手続きについては

るが、予定価格は清掃

平

する

師公舎については、平成 年

としての活用を考えている。

託契約の手続きを取ることと

成 年度より見直しを行い、

こととした。

度に改修し、デイケア

する。

予定価格を適正に積算

業務を除き前年度と同額で

いない。

指名競争入札の実効性に

と平成 年度の入札価格が

なくとも実効性が表れてい

ミ ボイラー定期点検業務は

れているが、業務内容から

えられる。

あり、見直しがされて

ついては、平成 年度

同額の入札があり、少

るとは言えない。

平

も引

経費支出伺いで処理さ

は委託契約が適当と考

平

成 年度より入札手続きは適

き続き適正な入札事務の執行

成 年度より業務委託契約を

正に行っており、今後

に努める。

締結するよう改めた。

ム 現金預金残高に釣り銭（

ないのは、公金と個人（釣

金が混在し、簿外の現金が

望ましくない。

メ 平成 年３月分の電気代

る。

モ 法定福利費の未払が二重

ヤ 預り金はその大半が給与

千円）が含まれてい

り銭は個人資金）のお

存在することとなり、

時

いて

する

が計上漏れとなってい 平

計上となっている。 平

関係費と考えられる 調

間外の医療費支払いにおける

は、便宜的に個人が立て替え

ことにした。

成 年度に適正に計上した。

成 年度決算において適正に

査し、平成 年度決算におい

釣り銭（ 千円）につ

ていたが、公金で対応

修正を行った。

て適正に精算した。

が、預り金帳簿から計算した金額と一致していな



い。以前からの未処理預り金があると考えられる

が、調査の上精算が必要で

ユ 県立中央病院と同じく、

について繰入額に間接費の

い。医師、看護師給与があ

間接人件費、間接経費等、

が、これらがほとんど考慮

自治体病院の公的負担を

が病院費用の赤字を負担し

ある。

一般会計繰入金の一部

負担が計上されていな

れば、これらを支える

間接費がついて回る

されていない。

明らかにし、一般会計

ていないかどうかを明

県

研究

立中央病院と同様、間接費の

する。

算定方法について今後

らかにするためにも、繰入

繰入原価を表示する必要が

ヨ 企業債借入（生活療法棟

年３月に特別地方債借入

％）について、県立中央

資金導入を検討すべきであ

ラ 平成 年３月 日以降、

漏れている。

金収入とこれに対する

ある。

建設資金として昭和

千円、借入利率

病院と同様に低利の

る。

病

ない

開設

今後

企業債台帳への記載が 平

院事業債の借換について、今

が、全国知事会、中国地方知

者協議会を通じて毎年要望し

とも国への要望を継続する。

成 年度に適正に記載した。

のところ国は認めてい

事会、全国自治体病院

ているところであり、

リ 医業外収益について、平

祉センター庁舎管理費の未

年度に計上されている。

ル 精神保健福祉センター庁

約書では実費相当額とする

電気・水道代は４ ５年前

されており、当期の実績で

レ 公衆電話は設置者による

成 年度の精神保健福

収計上が漏れ、平成

平

舎管理費については契

旨定められているが、

の実績を使用して精算

精算されていない。

当

現金の管理が必要であ 今

成 年度に修正した。

期実績で積算するよう検討す

後は、公衆電話の運用を患者

る。

家族会で行う方向で検

る。年度末残高を実査し、

費が医業費用に含まれてい

マイナスで計上する必要が

ロ 職員の検診料収入相当額

計上されているが、県立中

で計上されている。同じ財

以上、取り扱いを統一すべ

ワ 精神保健福祉センターへ

医業外収益（又は通信

る場合は医業費用）の

ある。

討す

が、その他医業収益に

央病院では医業外収益

務規則を適用している

きである。

平

土地を無償貸借してい こ

る。

成 年度より医業外収益で計

れまでの経緯も踏まえ、今後

上するよう改める。

適正な取り組みに向け

るが、公営企業法第 条の

ない。

ヲ 元帳・試算表と決算書が

ム化が必要であると考える

趣旨からして好ましく て検

連動する会計のシステ

。

導

討する。

入の可能性について、今後研究する。



平成 年度包括外部監査の結果に基づき措置した内容等について

第１

第２

包括外部監査の特定事件

山口県立大学の経営に係わる

包括外部監査の結果に基づく

次のとおり

監 査 結

（そ の ２

財務の事務の執行及び経営管

措置

果

）

理

措 置 の 内 容

１ 重要な指摘事項について

合規性について

附属図書館規程で原則毎年

められている図書館の蔵書点

も実施されていない。

経済性について

（主

１回実施することが定

検が、過去 年間一度

附

め、

こと

新図

る。

務課 総務部学事文書課）

属図書館規程を改正し、「蔵

毎年１回実施し、３年以内に

とした。この規程に従い、平

書館情報システムにより、点

書点検は、区分を定

全蔵書の点検をする」

成 年１月に導入した

検作業に着手してい

ア 庁舎管理業務において、

間の引継ぎがなされないた

の状況が分からず、業務遂

がある。これは、老朽化の

の安全性確保にも影響する

イ 校舎管理業務委託の予定

の発注実績の平均値で設定

計規則では認められている

委託業者交代時に業者

め、すぐには施設整備

行が困難になる可能性

著しい広大な大学施設

可能性がある。

平

詳細

引継

対策

価格が過去５年間程度

されている。山口県会

制度だが、過去の平均

平

作成

た。

成 年度から業務委託の仕様

な業務内容を記載するととも

ぎの実施を義務付け、適正な

を講じた。

成 年度からは、原則として

し、これに基づき予定価格を

書に施設設備の状況や

に、業者交代時の業務

管理が継続されるよう

、業務ごとに仕様書を

積算する方法に改め

値が実例価格等として妥当

乏しい。

ウ 校舎管理委託業務の発注

て、業務内容の見解の相違

側の望む委託業務が実行さ

作業内容等の見解の相違が

様の内容を充分に決めてお

効率性について

であるという根拠には

者と受注業者におい

が生じている。発注者

れるとともに、相互に

生じないよう契約・仕

く必要がある。

平

詳細

解の

成 年度から業務委託の仕様

な業務内容を記載することに

相違が生じないよう措置した

書に施設設備の状況や

より、作業内容等に見

。

大学と本庁それぞれで予算

についての結果がまとめられ

行の効率性が判定できない。

方法を検討する必要があり、

の財務についての指標を把握

の意見を求めることから始め

有効性について

特別にやむを得ない支出を

執行がされているもの

ていないため、予算執

予算の効率性を高める

そのためには、すべて

し、公表し、識者から

る必要がある。

平

法人

対照

績評

除き会計年度末の費用 平

成 年４月に独立行政法人に

化後は、地方独立行政法人法

表等の財務諸表の作成・公表

価を実施することとしている

成 年度当初に、各学部長及

移行する予定であり、

で規定されている貸借

、第三者機関による業

。

び部局長に対し、文書

支出はその効果が当該会計年

ことから極力避けるべきであ

諸会費について

諸会費のうち、学部教育研

費が各学部権限の中で収納・

が、その取扱いについては、

度の活動に寄与しない

る。

で計

執行

状況

てい

究充実費等の実験実習

支出処理されている

大学の予算として処理

平

これ

する

画的・適正な予算執行の徹底

計画を作成させた。また、年

の把握を行うなど、計画的な

る。

成 年４月に独立行政法人に

に向けた法人化後の財務会計

。

を図るとともに、年間

度途中においても執行

予算執行の管理に努め

移行する予定であり、

制度の設計の中で検討

するなどの検討が必要である。



２ 項目別監査結果

山口県立大学の山口県にお

効率性の観点から大学運営

価し、その結果を県民に説明

には、大学の理念・長期目的

値目標を含んだ中長期的な計

える。

山口県立大学の収支（資金

県報において県立大学のバ

ける役割について

をコントロールし、評

する責任を果たすため

を反映した具体的な数

画の作成が不可欠とい

地

中期

よう

収支）について

ランスシート及び行政 地

方独立行政法人に作成・公表

計画に、可能な限り数値目標

検討する。

方独立行政法人に作成・公表

が義務付けられている

や目標時期を設定する

が義務付けられている

コスト計算書を公表したこと

の詳細を公表できるように、

る。

収支項目についての監査結

ア 入学料、授業料及び諸会

入学金（入学料）

入学者の県内、県外

課と教務課で一致して

は評価できる。今後そ

更に分析をお願いす

貸借

表に

る。

果

費について

の区分（人数）が会計

いなかった。会計課で

平

する

対照表や行政サービス実施コ

ついて、その詳細を県民にわ

成 年度から会計課の調定状

ことにより、相互チェックが

スト計算書等の財務諸

かりやすい形で公表す

況資料を教務課に回付

可能なシステムに改め

の調定人数と教務課の

クの方法を検討する必

入学辞退者の入学料

各地で起きている。全

て、今後検討が必要と

授業料

会計課の授業料調定

簿、学生課の減免一覧

数値との相互でチェッ

要がある。

た。

、授業料の返還問題が

国的な動向を踏まえ

なる可能性がある。

入

例、

る。

調書と教務課の学生名

との照合ができていな

平

生課

学辞退者の入学金の返還につ

国及び他の公立大学の動向を

成 年度から会計課の調定状

に回付することにより、授業

いては、裁判所の判

踏まえながら検討す

況資料を教務課及び学

料の調定額及び人数の

い。調定額の正否、人

チェックする必要があ

ついても学部学科別に

た場合にはすぐ解明で

ある。

非課税である授業料

税区分を課税で入力し

「納入通知書兼領収書

数に関して各課相互に

り、授業料徴収状況に

作成し、差異が発生し

きるようにする必要が

相互

の調定時に消費税の課

ている。また、その

」に消費税等が含まれ

平

とと

削除

チェックが可能なシステムに

成 年度から、調定票に非課

もに、納入通知書兼領収書か

した。

改めた。

税区分として入力する

らも誤解を招く記載を

ている旨の文言が記載

えることとなるので、

諸会費のうち学部教

学部の場合は学部実験

験実習費である。大学

の権限で収納、支出処

問が残る。今後検討す

授業料未収金の管理

されており、誤解を与

注意が必要である。

育研究充実費（生活科

実習費）については実

の収入とせずに各学部

理していることには疑

べき課題である。

平

これ

する

成 年４月に独立行政法人に

に向けた法人化後の財務会計

。

移行する予定であり、

制度の設計の中で検討

授業料未納者に対す

は、その一覧表に記載

知ることができるが、

ついては、債権管理簿

る。

平成 年度分授業料

めている者がいる。学

来、除籍処分すべきで

る債権回収に係る状況

された担当者のメモで

未納が長期となる者に

を作成する必要があ

平

は、

況等

未納者の中に退学を認

則の規定からは、本

はなかったかと考え

授

に対

成 年度から授業料未納が１

状況を管理するための債権管

の記録も残すなど、適切な債

業料未納者の取扱いについて

応していく。

年を超える者について

理簿を作成し、督促状

権管理に努めている。

は、学則に基づき厳格

る。運用について基準を明確にする必要があ



る。

教育受託事業収入

附属地域共同研究セン

は、当該運営委員会とな

よると報告事項で処理さ

ては受託研究８件のうち

ない。要綱が実態に即し

等も検討する必要がある

支出項目についての監査結

ターの受託研究の決定

っているが、議事録に

れ、平成 年度におい

２件は報告もされてい

ていなければ、見直し

。

平

につ

事項

果

成 年度から附属地域共同研

いては、当該運営委員会規程

として処理している。

究センターの受託研究

に基づき、すべて審議

ア 人件費について

電話交換員が配置されて

方式が世間一般となってい

検討する必要がある。

イ 大学費の旅費について

教員の研究目的旅行につ

き、簡易であるとは思えな

ず、復命書がとられておら

いるが、ダイヤルイン

る現在、その必要性を

平

式を

末で

いては、国外旅行を除

い旅行にもかかわら

ず旅行日数の妥当性や

出

こと

教員

成 年 月に電話交換機を更

導入した。また、電話交換員

廃止した。

張に係る復命については、原

を教授会等の場で指導したと

に徹底を図っていく。

新し、ダイヤルイン方

の配置は、平成 年度

則として復命書による

ころであり、今後とも

研究目的の合理性等を裏付

いない。教員の研修・視察

その報告・成果が確認でき

復命書をとらない合理的な

ウ 委託業務について

平成 年度業務委託の

札予定価格の算定が過去

均値により算定されてい

ける資料は添付されて

等の旅行についても、

る資料が必要であり、

理由はないと考える。

指名競争入札５件の入

５年間の発注価格の平

た。山口県会計規則に

平

作成

た。

成 年度からは、原則として

し、これに基づき予定価格を

、業務ごとに仕様書を

積算する方法に改め

よれば、予定価格に取引

ことは認められているが

例価格は類似する他の案

すべきであり、本来、予

容を見直し、毎年の物価

べき性質のものである。

予定価格の算定方法は妥

平成 年度の清掃業務

の実例価格を適用する

、ここでいう取引の実

件での実例価格と解釈

定価格は毎年業務の内

状況を勘案して決定す

これまで適用している

当とはいえない。

の委託業者が入札によ 平成 年度から業務委託の仕様書に施設設備の状況や

り、前年度の業者と変わ

容について不満足な結果

と。これはこれまでの契

あったことによるものと

いては業務の内容をより

も見直しの必要がある。

看護学部生の実習業務

日数、時間、人員が定め

ったところ、業務の内

となっているとのこ

約の実施範囲が曖昧で

考える。契約条件につ

詳しく設定するために

詳細

解の

委託は契約書で実習の

られており、事後精算

平

い、

な業務内容を記載することに

相違が生じないよう措置した

成 年度から委託業務終了後

契約に従って業務が実施され

より、作業内容等に見

。

に業務実施検査を行

たことを確認し、委託

方式となっているが、こ

されていないため、委託

ない。日誌により実習が

認できたが、書類により

おく必要がある。

庁舎管理業務において

者間の引継ぎがなされな

設備の状況が分からず、

れに対する実績が把握

料の精算がなされてい

行われていることは確

、積算の事実を残して

料の

、委託業者交代時に業

いため、すぐには施設

業務遂行が困難になる

平

詳細

引継

精算を行っている。

成 年度から業務委託の仕様

な業務内容を記載するととも

ぎの実施を義務付け、適正な

書に施設設備の状況や

に、業者交代時の業務

管理が継続されるよう

可能性がある。これは、老朽化の著しい大学施 対策を講じた。



設の安全性確保にも影響する可能性がある。委

託業者交代においても、

続されるための対策を講

ある。

資産の管理についての監査

ア 公有財産について

運転士

運転士の業務の性格

とに合理的理由はない

施設の適正な管理が継

じておくことが必要で

結果

上、旅費日当を払うこ

と考える。なお、制度

制

行の

度の見直しにより、運転士を

旅費日当の支給を平成 年１

含め、県職員の内国旅

月から廃止した。

の見直しにより、平成

員の内国旅行について

止している。

大型乗用車は、その

に必要ということであ

燃料費以外の維持費も

必要性を検討する必要

行政財産使用許可につ

年１月から県職員全

は旅費日当の支給を廃

使用頻度を勘案し、特

ればやむを得ないが、

多いと考えられ、その

がある。

独

実態

いて

立行政法人に承継する財産を

等を勘案のうえ、その必要性

決定する過程で、利用

を検討する。

後援会（桜圃会事務局

については、行政財産使

イ 工事請負費及び需用費で

うち、修繕費と判断される

されていない。資産的に価

わったもの、または、耐用

れば財産台帳に管理すべき

今後行政コストを検討す

）が使用している部屋

用許可が必要である。

平

使用

処理されているものの

ものは物品台帳に記載

値があるものに置き換

年数が伸びるものであ

である。

るとなると必要な項目

独

実施

に記

成 年度から山口県公有財産

許可による適正な処理に改め

立行政法人に承継する財産に

と耐用年数の設定を行い、こ

載し適正に管理する。

規則に基づく行政財産

た。

ついては、時価評価の

れらを財産管理台帳等

となる。

ウ 備品の現物チェックにつ

備品の現物との突合にお

出しがなされているものが

則によれば学外持ち出しは

い。大学として、全品につ

要がある。

エ 職員公舎のうち吉敷公舎

いて

いて、自宅等への持ち

あった。山口県物品規

、原則認められていな

いて早急に調査する必

平

始し

査を

は警察と半分ずつ使用 平

成 年度から物品出納保管簿

ており、平成 年４月の独立

完了する予定である。

成 年４月１日現在の吉敷公

と現品の突合調査を開

行政法人移行までに調

舎の入居率は ％であ

しているが、老朽化が著し

である。

オ 図書館及び図書の管理に

研究室への図書の分置

分置図書について、分

山口県立大学附属図書館

平成 年度分分置図書

附属図書館規程に基づ

く、入居率も半分程度 り、

ついて

及び返却状況について

置期間及び分置冊数が

規程に反していた。

の

の返却について

く分置図書において、 分

今後も職員公舎の有効活用を

回答のとおり。

置図書の取扱いに関して、次

図っていく。

のとおり附属図書館規

分置期間は１年であ

分置限度冊数を超え

１冊紛失しており、

ことにはならない。

退職教員の分置図書

握できるような一覧表

現実問題として、分置

する規程に無理がある

るが守られていない。

て分置している。

責任をもって保管した

の返却状況を直ちに把

は作成されていない。

期間及び分置冊数に関

ならば、規程を改定し

程を

請

と

備

告

改定し、適正な管理に努める

分置期間を経過した書類につ

をしなければならないこと。

分置図書数は、館長が必要と

。

研究室等の管理者は、毎年１

・点検を行い、その結果を書

しなければらないこと。

こととした。

いては、改めて分置申

認めた冊数とするこ

回分置図書について整

面により図書館長に報

たうえで、毎年所定の時期に実地調査を行



い、その結果を提出させること等を考えるべ

きである。

蔵書の実地 卸につい

図書館規程で原則毎年

めている蔵書点検が、過

れたことがない。方法と

の 卸をするのではなく

て順番に行うなどいろい

が、実地 卸は必要なこ

て

１回実施することを定

去 年間一度も実施さ

しては、一度にすべて

ローテーションを決め

ろな方法が考えられる

とである。貸借対照表

附

毎年

とし

書館

属図書館規程を改正し「蔵書

１回実施し、３年以内に全蔵

た。この規程に従い、平成

情報システムにより、点検作

点検は、区分を定め、

書の点検をする」こと

年１月に導入した新図

業に着手している。

を作成する場合、実在し

ば架空資産となる。蔵書

べきである。

図書館自体の耐久性に

壁の亀裂、雨漏りによ

ある。利用者の安全性確

観点から、耐震、耐水等

補修工事をすることも考

ない図書が計上されれ

管理の重要性を認識す

ついて

る書庫閲覧室の汚れが

保や蔵書管理適正化の

の調査を行い、必要な

える必要がある。

平

補修

成 年度に、壁の亀裂補修等

工事を施工した。

の老朽化対策のための

蔵書購入の平成 年度

て

図書及び教授研究費

算・実績比較表が作成

可能であるが、教務学

入した雑誌については

ない。

年度末の図書購入が

予算・実績比較につい

の雑誌については、予

されており状況把握が

生教育事業の予算で購

比較表が作成されてい

平

雑誌

た。

見受けられ、予算の消 平

成 年度から、教務学生教育

についても、予算と実績が比

成 年度当初に、各学部長及

事業の予算で購入する

較できるよう整理し

び部局長に対し、文書

化的な色彩がうかがえ

ば、計画的に購入し、

べきである。

図書の貸出及び返却に

図書返却延滞者の半数

ら カ月を超えている実

規程に基づいて厳正に返

る。必要な図書であれ

適正な予算執行を行う

で計

執行

状況

てい

ついて

以上が、返却予定日か

態は問題であり、貸出

却を求めていく必要が

適

の厳

は、

画的・適正な予算執行の徹底

計画を作成させた。また、年

の把握を行うなど、計画的な

る。

正な図書管理を行うため、貸

守について指導するとともに

電話等による個別の督促を行

を図るとともに、年間

度途中においても執行

予算執行の管理に努め

出時に図書の返却期限

、返却遅延者に対して

うなど、遅延防止に努

ある。

図書等の発注から支払

図書購入において、

済み」のゴム印が押印

がなく、入荷日の確認

図書納入業者からの

べてに日付が未記入で

に把握するためにも、

めて

までの手続について

入荷後発注票に「入荷

されているが、日付欄

ができない。

平

「入

る。

見積書及び請求書のす

ある。期間帰属を正確

納入業者を指導すべき

納

うと

うよ

いる。

成 年度から発注票に、入荷

荷済み」の押印とともに入荷

入業者に見積書・請求書等へ

ともに、業者からの受取に際

う職員に徹底を図った。

日が確認できるように

日の記載を行ってい

の日付記入の指導を行

しては記入の確認を行

である。

図書に関するその他の

図書データのバック

バーのある事務室以外

金庫等に保管したほう

日本文化資料室の寄

タとして整理されてい

らすれば、図書館デー

事項

アップデータは、サー

の場所、できれば耐火

がよい。

耐

の場

た。

贈図書は、図書館デー

ない。寄贈者の意図か

タに組み入れて利用促

現

でい

の蔵

火金庫を図書データのサーバ

所に設置し、これにバックア

在、寄贈図書のデータ整理と

るところであり、今後、この

書データとのリンクについて

ーのある事務室とは別

ップデータを保管し

電子情報化に取り組ん

データベースと図書館

検討する。

進を図るべきである。



附属郷土文学資料センターの貴重な寄贈図 現在、寄贈図書のデータ整理と電子情報化に取り組ん

書等も図書登録して、

大学の使命のひとつで

にもなるのではな

カ 大学事務局の金庫内保管

桜募金特別会計、創立

の管理外の会計の預金通帳

大学に管理責任の一端が帰

に留意する必要がある。

全国に公開することも

はないか。また大学の

いか。

でい

の蔵

物の実査について

周年記念募金等の大学

の事務局金庫管理は、

属することがあること

桜

大学

は引

るところであり、今後、この

書データとのリンクについて

募金特別会計、創立 周年記

事務局が実質的な事務局であ

き続き大学事務局で厳格に管

データベースと図書館

検討する。

念募金等については、

るため、関係預金通帳

理する。

キ 切手の使用について

切手の使用管理状況に

図書館、庶務課、会

用については、発送リ

い。大量発送に伴う切

送先を明らかにする必

切手受払台帳に発送

たが、現金同等物であ

ついて

計課、教務課の切手使

ストが付けられていな

手使用においては、発

要がある。

郵

管理

件数の記載漏れがあっ

ることから記載に留意

切

施の

便物の大量発送については、

するよう改めた。

手受払台帳への件数等の記載

徹底を図った。

発送先名簿を添付して

及び毎月の定期検査実

する必要がある。

切手の実査状況

切手の実査は、受払い

期的に行っているとのこ

者及び上司の押印がなく

承認による責任解消がな

る。切手は現金同様に厳

る。

の都度及び毎月１回定

とであるが、実査担当

、管理上は実査とその

されていないことにな

格な管理が必要であ

切

行う

るこ

手の実査においては、現物と

とともに、実査担当者及び上

ととした。

受払簿の突合を厳格に

司が確認の上、押印す

同一市内などに多量に

内特別郵便などの割引制

要がある。

ク 予算期間内に予算を使用

適正性について

平成 年度分出納閉鎖

入費及び一般需用費）に

がないものが散見される

郵送する場合、通常市

度の活用を検討する必

経

は、

することの有効性及び

期間中の支出（備品購

係る業者請求書に日付

。予算期間の帰属を適

納

うと

うよ

費節減の観点からも、特に郵

市内特別郵便扱いなどの活用

入業者に納品書・請求書等へ

ともに、業者からの受取に際

う職員に徹底を図った。

便物の大量発送の際に

に努める。

の日付記入の指導を行

しては記入の確認を行

正に行うため、業者に対

る必要がある。また納品

憑資料も残すべきである

年度末に納品される物

用されることが前提とな

初の使用でやむを得ない

消化的な支出であると言

度に必要なものであれば

して日付記入を指導す

書等の購入日を示す証

。

品等は、当該年度に使

っていない。翌年度当

ものでない限り、予算

わざるを得ない。当年

、極力期中に購入する

平

で計

執行

状況

てい

成 年度当初に、各学部長及

画的・適正な予算執行の徹底

計画を作成させた。また、年

の把握を行うなど、計画的な

る。

び部局長に対し、文書

を図るとともに、年間

度途中においても執行

予算執行の管理に努め

ように手配すべきである

受託事業の収支について

ア 県立大学地域共同研究

研究成果報告書には助成

ることが記入されていない

トを入れるようにすると収

できるのではないか。

。

金欄以外に金銭に関す

が、費用面でのコメン

支面からの成果が評価

研

メン

究成果報告書における成果の

トを記載するよう指導した。

評価に、費用面でのコ



３ 意見

収支予測、投資額の計画を

する必要がある。そうしない

定できないし、行政責任が果

て検討ができない。

県立大学の全体収支の把握

ア 独立行政法人化について

とのことであるが、独立行

かかわらず早急に投資効率

数値化して県民に公表

と計画の達成状況が判

たされたかを数値とし

地

中期

よう

の必要性について

は、これから検討する

政法人化するしないに

、収支バランスが検討

平

法人

成し

方独立行政法人に作成・公表

計画に、可能な限り数値目標

検討する。

成 年４月に独立行政法人に

化後は、貸借対照表や損益計

、その詳細を県民にわかりや

が義務付けられている

や目標時期を設定する

移行する予定であり、

算書等の財務諸表を作

すい形で公表する。

できるような決算書を作成

るように検討されたい。

イ 給与費や公債費などを含

来の収支と貸借対照表を作

て資金の中だけでなく、資

わち投資効率、財務比率的

して、県民に公表でき

めた県立大学全体の本

成し、収支決算につい

産・負債との関係すな

な管理が必要である。

独

人に

べて

づく

な財

立行政法人化後は、法の規定

償還を承継しないこととされ

の収入・支出を法人で整理す

貸借対照表等の財務諸表を作

務運営に努める。

により地方独立行政法

ている公債費を除くす

ることから、これに基

成し、透明かつ効率的



平成 年度包括外部監査の結果に基づき措置した内容等について

第１

第２

包括外部監査の特定事件

財政的援助団体等の財務事務

包括外部監査の結果に基づく

次のとおり

監 査 結

（そ の ３

及び事業の管理

措置

果

）

措 置 の 内 容

１ 財団法人山口県教育財団

重要な指摘事項

ア 合規性について

消費税の課税仕入れの

年度末に取得した費用

一部に翌年度に納入され

納品書に日付の記載がな

に証明できる資料がない

計上時期について

又は設備等について、

たものがある。また、

いため納品日を客観的

ものがある。当財団は

（主

事

てい

務課 総合政策局政策企画課

務処理状況の調査を行い、不

る施設については、適正な改

）

適切な事務処理を行っ

善を行った。

消費税の原則課税事業者

の課税仕入が過大となる

きないこととなるので、

る恐れがあるので十分に

源泉所得税について

源泉所得税の徴収もれ

イ 有効性・効率性について

であることから消費税

。課税仕入日を証明で

消費税法違法行為とな

留意すること。

があった。 全

は、

施設の調査を行い、徴収漏れ

所轄税務署の指導を受け、適

していた分について

正な改善を行った。

ふれあいパーク、スポー

見通しが立てられていない

が計画に対して、どのよう

ついて、判定ができない。

を判定するため収支見通し

ウ 経済性について

オフピーク時（閑散期

すべきである。特に冬期

ツ交流村の中長期収支

ため、事業の実施結果

な進捗状況であるかに

事業の有効性、効率性

は必ず必要である。

平

るこ

て、

性、

に努

）の施設の管理を考慮

においてほとんど利用

平

用率

成 年度から、指定管理者制

とから、指定管理者の立てる

公共・公益性の観点と経営的

効率性を判定し、適切な施設

める。

成 年度から、民間の活力と

の向上、管理コストの削減を

度の導入を予定してい

長期収支計画につい

視点の双方から有効

運営、事業展開の確保

創意工夫を生かし、利

図るため、１施設を除

がなされていない施設（

管理方法を検討する必要

ないと判断するのであれ

員を残して職員は別の業

の検討を行う必要がある

して全施設を集中管理す

要はないと考える。

少子化時代に対応して

油谷青年の家など）の

がある。利用者が増え

ば、閑散期には管理要

務を行うか、外部委託

。予約センターを設置

れば、毎日開所する必

き、

、 人部屋などを小部 青

指定管理者制度を導入するこ

少年教育施設の再編整備を平

ととする。

成 年度に検討する中

屋に改造して利用増加を

る。

エ 安全対策について

古い施設は安全対策がな

震構造も含めて検討するこ

早急に対策を立てる必要が

オ 固定資産の現物管理がな

考えることが必要であ で、

されていないため、耐

とが必要。一部施設は

ある。

最

残り

年教

向性

されていない。県有備 備

方向性を出すこととする。

も古い２施設（訓練所）は平

の施設については、耐震診断

育施設の再編整備を平成 年

を出すこととする。

品台帳と現物備品を照合し、

成 年度末で廃止し、

の結果も踏まえ、青少

度に検討する中で、方

物品目録を備品台帳に

品については、委託契約書に添付される物品目録 合わせて、適正な改善を行った。



に基づく管理が不十分。

カ 複式簿記による会計処理

受託事業について予算差

複式簿記方式でない。全て

きていない。

キ 予算配分について

受託事業予算編成の主役

団、更には各施設に移し、

ことにより、効果的な予算

の必要性について

引方式となっており、

の会計取引の計上がで

平

を社会教育課から財

現場の裁量権を増やす

執行を行うことを提言

平

財団

成 年度から、複式簿記方式

成 年度から、財団に重点配

の裁量による予算配分が行わ

を採用した。

分用予算枠を提示し、

れるよう改善した。

する。

会計区分ごと、事業所ごと

果

ア 教育施設整備事業特別会

県は過去急激な教育施

たことから、教育用土地

者と財団及び県の三者契

務履行引受人として銀行

施設ごとの個別監査結

計について

設の整備が必要であっ

の取得にあたって地権

約を締結し、財団を債

借入を財団が行ってい

平成９年度以降は、県が独自に取得している。

る。なお、地権者との買

所有権移転手続きはすべ

る。教育施設整備事業特

地取得に係る借入返済事

県及び財団では教育施設

理しており、受託との認

団・銀行の３者契約書か

とっては受託契約と判断

収交渉、価格の決定、

て県が直接行ってい

別会計貸付金収入（土

務受託）については、

整備事業特別会計で処

識はないが、県・財

ら判断すれば、財団に

すべきであると考え

る。

県に対する意見として

ためとはいえ施設の取得

自で取得すべきであり、

ものではない。なお、借

月末で 百万円である。

イ 受託事業特別会計につい

全般的な指摘事項につ

は、教育施設の取得の

は、本来なら、県が独

教育財団が関与すべき

入金残高は平成 年３

上

て

いて

記 の回答と同じ。

施設運営の効率性の

各施設の評価は施設

が、具体的数値目標と

ず、又、評価結果を翌

生かせる仕組みになっ

主催事業にしても、

くらい上昇させるとい

目標予算額を示し、数

評価

利用率で行われている

の比較がなされておら

年度の予算配分などに

ていない。

各施設が利用率をこれ

った政策目的別の数値

値目標をクリアした事

各

るた

い。

ま

見地

値目

し

施設の予算は、光熱水費等の

め、利用率によって予算配分

た、主催事業については、各

に立ち、特色ある事業を企画

標だけで事業の成果を判断す

かし、今後は予算の配分につ

維持管理費が大半であ

を削減することは難し

施設において、教育的

実施しているため、数

ることは難しい。

いて、効率的に執行す

業は、翌年度の予算を

ない事業は削減してい

口出ししない代わりに

設の創意工夫を促し、

指すべきである。問題

算の配分が徹底できる

予算の配分

・施設の利用状況を表

厚くし、成果の上がら

る。県は主催事業への

、成果を検証して各施

施設事業の効率化を目

は、客観指標による予

かどうかである。

るよ

す指標の工夫について

う努めていくこととする。

現在の 働率は、利用者数／定員で算出 青少年教育施設の再編整備を平成 年度に検討する中



されているが、部屋という利用単位で考 で、改造等についても検討し、方向性を出すこととす

え、例えば、 人部

働率は ％とカウ

したがって、利用形

実績を把握し、その

必要がある。

・物品管理について

物品管理が不十分

を依頼した。その結

屋は 人が利用しても

ントするべきである。

態に合った部屋の 働

上で改造等を検討する

る。

であり、全件実地調査

果、大量の現物のない

備

帳を

品台帳と現物備品を照合し、

整理するとともに廃棄備品の

現物に合わせて備品台

適切な事務処理を行っ

ものが台帳に記載さ

・ピーク時（繁忙期）

期）の使い分けにつ

１ヶ月開所しても

毎年繰り返されてい

ま、開所だけが目的

するところである。

えると費用対効果を

れていた。 た。

とオフピーク時（閑散

いて

殆ど利用日がない月が

る。何の対策もないま

化されていないか懸念

逼迫する地方財政を考

検討し抜本的な対応が

施

ると

かし

施設

設利用の予約をインターネッ

ともに平成 年度から、民間

、利用率の向上、管理コスト

を除き、指定管理者制度を導

ト上でできるようにす

の活力と創意工夫を生

の削減を図るため、１

入することとする。

必要である。

・雇用保険預り金が期

い。

雇用保険金は財団

い、毎月、職員負担

なっている。したが

り金として残ること

け法定福利が多く計

末に精算されていな

が期中に一括して支払

額を徴収する仕組みに

って、通常は期末に預

はない。預り金残高だ

上されており、この結

平

善を

成 年度末から、福利厚生費

行った。

に戻し入れ、適正な改

果受託料が多く処理

る。

・各施設の事業コスト

（平成 年度）

金額的な指標がこ

は、コスト意識を欠

いた。コストが高い

らいが適切なのか今

されていることにな

（行政コスト）の試算

れまでなかったこと

いた管理運営がされて

のか安いのか、どれく

後議論し検討する必要

青

だけ

図る

とも

少年教育施設は、研修機関で

で評価できるものではないが

ため、平成 年度から指定管

に、直営施設についてもコス

あり、管理運営コスト

、予算の効率的運用を

理者制度を導入すると

ト意識を持って運営し

がある。

ウ 施設毎の監査結果

全施設とも利用者を予

しが作成されていない。

てい

測した中・長期の見通 平

設に

て、

性、

に努

事業

くこととする。

成 年度から指定管理者制度

ついては、指定管理者の立て

公共・公益性の観点と経営的

効率性を判定し、適切な施設

める。その他の施設について

展開の確保に努める。

導入を予定している施

る長期収支計画につい

視点の双方から有効

運営、事業展開の確保

も、適切な施設運営、

秋吉

１

ア

す

県有備品及び財団所有

のため、全件調査依頼し

台青少年宿泊訓練所

過去５年間の利用状況

将来的に利用延べ人数が増え

ップの具体策も検討されてい

ことにより、施設管理運営費

備品について台帳不備

た。

県

果を

る傾向になく、利用率

ない。開所日数を減ら

の削減を検討する必要

施

能を

有備品と財団備品に分けて現

基に台帳整理をし、適正な改

設の老朽化や利用効率が悪い

統合し、平成 年３月 日で

物調査を行い、その結

善を行った。

ため、近接の施設に機

閉所した。

がある。



２ 監査結果

施設整備について

安全面が配慮された施設と

木造であることから火災等時

構造上不安がある。早急な対

耐震構造が耐震基準をクリ

討すらされていない。

施設は築後 年経過した木

定められている一般的な耐用

いえるか問題である。

に緊急に避難できるか

応が必要と考える。

アしているかどうか検

造で、耐用年数省令に

年数を経過し、施設の

施

能を

設の老朽化や利用効率が悪い

統合し、平成 年３月 日で

ため、近接の施設に機

閉所した。

老朽化が著しい。しかし、施

ていない。

利用対策について

閑散期対策として抜本的な

利用率アップ対策がされて

少額購入備品の管理（３万

ついて

受払簿が作成されていない

設整備計画は作成され

対策は困難である。

いない。

施

能を

円以上 万円未満）に

。受託物品と財団購入 受

設の老朽化や利用効率が悪い

統合し、平成 年３月 日で

託物品と財団物品を区別して

ため、近接の施設に機

閉所した。

消耗備品管理簿を作成

分との区別を受託簿で明確に

施設とも同じ）

県有備品について

台帳記載 件（ 個）のう

件（ 個）ある。すべて廃

理由は不明である。

財団所有備品について

現物は全部で 件（ 個）

する必要がある。（全 し、

ち現物がないものが

棄扱いとの回答だが

廃

に、

ある。平成８年４月 備

適正な改善を行った。

棄備品の調査を行い、廃棄理

備品台帳を整理し、適正な改

品の現物調査をして備品台帳

由を明確にするととも

善を行った。

を整理し、適正な改善

石城

１

ア

の実地調査により、過去取得

載しているものが 件（ 個

は不明。

山青少年宿泊訓練所

過去５年間の利用状況

将来的に利用延べ人数が増え

ップの具体策も検討されてい

分をまとめて台帳に記

）ある。ただし、金額

を行

る傾向になく、利用率

ない。開所日数を減ら

施

能を

った。

設の老朽化や利用効率が悪い

統合し、平成 年３月 日で

ため、近接の施設に機

閉所した。

す

要

２

ことにより、施設の管理運営

がある。

監査結果

備品管理が不十分である。

県有備品について

一覧表記載 件のうち現物

個）、うち 件（ 個）は平

費の削減を検討する必

がないものが 件（

成 年 月 日廃棄

廃

に、

棄備品の調査を行い、廃棄理

備品台帳を整理し、適正な改

由を明確にするととも

善を行った。

（廃棄の理由は不明）、１件

自動車の記入漏れである。

キャンプ用テントの台帳数

張しかない。

財団所有備品について

現物 件、全部で 件あり

月の実地調査により新たに確

る。廃棄があったかどうかは

は平成５年に廃棄した

量 張に対して現物は

、そのうち平成 年９

認されたのが 件あ

不明。

備

因等

た。

品台帳と現物を照合し、不明

を調査して備品台帳を整理し

備品については廃棄原

、適正な改善を行っ



大島

１

ア

す

る

２

青年の家

過去５年間の利用状況

将来的に利用延べ人数が増え

ップの具体策も検討されてい

ことにより、管理運営費の削

。

監査結果

る傾向になく、利用率

ない。開所日数を減ら

減を検討する必要があ

平

策、

成 年度の指定管理者制度導

利用率アップの検討を行うこ

入と併せて、閑散期対

ととする。

施設整備について

施設は築後 年経過してお

であり、耐用年数省令に定め

用年数は過ぎていないとはい

しい。

予算について

宿日直手当の当初予算は、

している。このような当初予

り、鉄筋コンクリート

られている一般的な耐

え、施設の老朽化は著

青

で検

いく

満室での最高額を設定

算は、受託料の受託計

で

成

少年教育施設の再編整備を平

討し、長期的な修繕計画を立

こととする。

きるだけ実績に近い額で算定

年度実績で予算を算定し、年

成 年度に検討する中

て、計画的に整備して

するために、直近の平

度末に実績に基づき精

画に沿った効率的使用を見る

ない。

主催事業における参加者負

徴収金が帳簿に記入されて

処理する必要がある。

徴収して支払うまで１週間

いるが、現金出納帳に記載し

監視船は財団所有であるが

ための金額となってい 算を

担金の徴収について

いない。預り金として

あり、金庫で保管して

管理する必要がある。

平

適正

、固定資産に計上され 管

行うこととする。

成 年度から、預り金として

な改善を行った。

理方法を検討した結果、平成

現金出納簿に記帳し、

年 月６日に県へ寄

ていない。

県有備品について

台帳記載 件（ 個）のう

件（ 個）ある。すべて平成

理由は不明である。

財団所有備品について

現物は全部で 件（ 個

年９月の実地調査により新た

附し

ち現物のないのが

年９月 日に廃棄。

廃

に、

）。そのうち、平成

に確認されたものが

備

因等

、県の備品として適切な管理

棄備品の調査を行い、廃棄理

備品台帳を整理し、適正な改

品台帳と現物を照合し、不明

を調査して備品台帳を整理し

を行うこととした。

由を明確にするととも

善を行った。

備品については廃棄原

、適正な改善を行っ

件（ 個）。

請求書について

消耗品費の未払金について

ころ、日付が４月や未記入の

上金額の９割について請求書

収入関係について

講師謝金の支払いで時間数

現金が生じ、銀行預入までの

た。

、請求書と照合したと

ものがあり、未払金計

に不備があった。

業

け取

の間違いにより、手許

間、現金出納簿に入金

手

るこ

者からの請求書は、かならず

ることとした。

許現金等が生じた場合は、必

ととした。

日付の入ったものを受

ず現金出納簿に記帳す

光青

１

記帳がなく簿外となっていた

年の家

監査結果

施設整備について

施設は築後 年経過してお

であり、耐用年数省令に定め

数は過ぎていないとはいえ、

。

り、鉄筋コンクリート

られる一般的な耐用年

施設の老朽化は著し

青

で検

いく

少年教育施設の再編整備を平

討し、長期的な修繕計画を立

こととする。

成 年度に検討する中

て、計画的に整備して

い。



利用対策について

利用延べ人数が平成 年度

している。利用率アップの対

ていない。

人件費の計上区分について

人件費はすべて管理経費に

態的には事業活動にかかる人

主催事業の活動規模が分かる

に比して、約 ％増加

策と効果の分析はされ

平

アッ

計上されているが、実

件費がある。決算書で

ようになっていない。

青

益を

費を

し

成 年度の指定管理者制度導

プ対策と効果の分析を行って

少年教育施設は、目的を持っ

求める事業を実施していない

計算することは難しい。

かし、県費を支出するのでコ

入と併せて、利用率

いくこととする。

た教育機関であり、利

ため、事業ごとの人件

スト意識を持って運営

主催事業における参加者負

徴収金額が帳簿に記入され

て処理する必要がある。徴収

くらいであり、その間は金庫

収金額が帳簿に記入されてい

少額購入物品の管理（ 万円

ついて

して

担金の徴収について

ていない。預り金とし

して支払うまで１週間

で保管しているが、徴

ない。

平

こと

以上 万円未満）に

いくこととする。

成 年度から、預り金として

とした。

現金出納簿に記帳する

物品の実物調査が行われて

らかでない。

期末に１万円の物品を購入

予算残高に一部充当し、残額

ている。結果として、促進事

なっている。

平成 年度の購入分の記録

れ以前の記録がない。現物管

おらず、現在数量が明

し、活動促進事業費の

を受託事業に振り替え

業の支出が過少計上と

があるだけであり、そ

理がなされていない。

実

るこ

購入

よう

記

物調査を実施し、消耗物品管

ととした。両事業共通の物品

したものであり、今後はこの

にした。

録の整理を行い、適正に管理

理簿を作成し、整理す

を両予算から按分して

ような支出を行わない

することとした。

使用している物品については

プして、定期的に現物管理を

県有備品について

台帳記載 件のうち現物の

て平成 年９月 日に廃棄。

財団所有備品について

現物は全部で 件あり、そ

実地調査により新たに確認さ

、すべてをリストアッ

行う必要がある。

ないものが 件、すべ 備

いて

のうち平成 年９月の

れたものが 件。

備

因を

品台帳と現物備品を照合する

は理由を明確にし、備品台帳

品台帳と現物を照合し、不明

調査して、適正な廃棄手続き

とともに廃棄備品につ

を整理した。

備品については廃棄原

を行うとともに適正に

油谷

１

ア

す

要

青年の家

過去５年間の利用状況

将来的に利用延べ人数が増え

ップの具体策も検討されてい

ことにより、施設の管理運営

がある。

管理

る傾向になく、利用率

ない。開所日数を減ら

費の削減を検討する必

平

策、

を行うよう改善した。

成 年度の指定管理者制度導

利用率アップの検討を行って

入と併せて、閑散期対

いくこととする。

２ 監査結果

県有備品について

台帳記載 件のうち現物が

財団所有備品について

現物は全部で 件。そのう

調査により新たに確認された

ないのが 件。 備

いて

ち平成 年９月の実地

ものが 件ある。

備

因を

品台帳と現物備品を照合する

は理由を明確にし、備品台帳

品台帳と現物を照合し、不明

調査して、適正な廃棄手続き

とともに廃棄備品につ

を整理した。

備品については廃棄原

を行うとともに適正に

管理を行うよう改善した。



萩青

１

ア

す

要

２

年の家

過去５年間の利用状況

将来的に利用延べ人数が増え

ップの具体策も検討されてい

ことにより、施設の管理運営

がある。

監査結果

る傾向になく、利用率

ない。開所日数を減ら

費の削減を検討する必

平

策、

成 年度の指定管理者制度導

利用率アップの検討を行って

入と併せて、閑散期対

いくこととする。

施設整備について

施設の老朽化は著しい。

利用対策について

利用率アップの対策と効果

い。

主催事業における参加者負

青

で検

いく

の分析はされていな 平

アッ

担金の徴収について

少年教育施設の再編整備を平

討し、長期的な修繕計画を立

こととする。

成 年度の指定管理者制度導

プの対策と効果の分析を行っ

成 年度に検討する中

て、計画的に整備して

入と併せて、利用率

ていくこととする。

参加者負担金については、

現金を保管しているが、管理

らは収入に計上し、支出に計

徴収金は預り金として処理

徴収して支払うまで１週間

いるが、現金出納帳に記載し

る。

県有備品について

残高があれば繰越し、

上望ましくない。これ

上する必要がある。

する必要がある。

あり、金庫で保管して

、管理する必要があ

平

適切

成 年度から、預り金として

な事務処理をすることとした

現金出納簿に記帳し、

。

現物との間に差異がある。

とであるが、廃棄手続はなさ

台帳記載 件（ 個）のう

件（ 個）。理由は不明。

廃棄扱い）

財団所有備品について

現物は全部で 件、そのう

調査により新たに確認された

理由は廃棄したとのこ

れていない。

ち現物のないのが

（平成 年９月 日に

備

いて

ち平成 年９月の実地

ものが９件。

備

因を

品台帳と現物備品を照合する

は理由を明確にし、備品台帳

品台帳と現物を照合し、不明

調査して、適正な廃棄手続き

とともに廃棄備品につ

を整理した。

備品については廃棄原

を行うとともに適正に

秋吉

１

諸費用について

諸費用について請求書等と

降の請求日付が相当数あった

妥当な処理がされていないと

台少年自然の家

過去５年間の利用状況

管理

照合した結果、４月以

。これらについては、

考えられる。

業

うに

た。

を行うように改善した。

者からの請求書は、日付の入

するとともに、今後適切な会

ったものを受け取るよ

計処理をすることとし

ア

す

要

２

将来的に利用延べ人数が増え

ップの具体策も検討されてい

ことにより、施設の管理運営

がある。

監査結果

安全性について

階段が狭く、ベットが２階

る傾向になく、利用率

ない。開所日数を減ら

費の削減を検討する必

平

策、

建なので不安がある。 青

成 年度の指定管理者制度導

利用率アップの検討を行って

少年教育施設の再編整備を平

入と併せて、閑散期対

いくこととする。

成 年度に検討する中

非常口の表示があるが、緊急時にすぐに使えるか検 で検討し、長期的な修繕計画を立て、計画的に整備して



討の必要がある。 いくこととする。

主催事業における参加者負

徴収金額が帳簿に記入され

て処理する必要がある。

徴収して支払うまで１週間

緊

「安

知徹

とと

担金の徴収について

ていない。預り金とし

くらい金庫で保管して

平

適切

又

急時の安全対策については、

全管理計画」及び「防災計画

底を図る等、ソフト面の安全

している。

成 年度から、預り金として

な事務処理をすることとした

、預り金を徴収する場合には

施設の状況に応じた

」を立て、全職員に周

対策を実施していくこ

現金出納簿に記帳し、

。

、必ず領収書を発行

いるが実査はしていない。

領収書の控えはない。簡単

る。

県有備品について

受託物品を廃棄する場合、

行う必要がある。

財団所有備品について

な記録があるだけであ

し、

県に対して廃棄手続を 受

を取

行う

控えを取ることとした。

託備品の廃棄については、あ

る必要があるので、その手順

こととした。

くまで県の方で手続き

に沿って事務手続きを

現物は全部で 件。そのう

実地調査により過去の取得分

しているものが 件あるが価

管理受託について

委託物品の内容を契約上明

植裁は細かく表示されている

イラーなど）も内容を示して

ち平成８年４月１日に

をまとめて台帳に記載

格は不明である。

備

に記

らかにすべきである。

が、建物附属設備（ボ

おくべきである。

財

いて

では

しか

品の現物調査をして、金額が

載することとした。

産台帳上、建設当時設置のボ

は、建物と一体管理を行って

備品台帳には記載しなくて良

し、今後指定管理者制度の導

判るように個別に台帳

イラー等機械設備につ

いるので、現在の基準

いことになっている。

入に併せてどのような

その他

賃金に対する源泉所得税の

利用者が負担する食事代を

る業務は給食業者との契約に

の便宜を考えれば許容できる

ら実施すべきである。

事業費について、事業が複

整理

徴収漏れがある。

施設が代理して受領す

違反している。利用者

が、契約を変更してか

数あるときは事業ごと

源

け適

平

した

事

の仕方がよいのか検討してい

泉所得税の徴収漏れについて

正に処理した。

成 年度から、代理受領がで

。

業ごとに収支関係書類を作成

くこととする。

は、税務署の指導を受

きるように契約を変更

し、適切に処理するこ

十種

１

ア

減

る

に形態別項目を設けることが

ヶ峰青少年野外活動センター

過去５年間の利用状況

将来的に利用延べ人数が増え

ップの具体策も検討されてい

らすことにより、施設の管理

必要がある。

原則である。 とと

る傾向になく、利用率

ないため、開所日数を

運営費の削減を検討す

施

設と

くこ

した。

設の特色を生かし、効率的に

して、閑散期対策、利用率ア

ととする。

運営できるよう直営施

ップの検討を行ってい

２ 監査結果

個人別給料等明細書と試算

あった。

雇用保険料預り金が１年分

所得税預り金が簿外処理に

表の数値が不一致で 個

り、

う、

未精算で残っている。 平

を行

なっている。 平

人別用給料等明細書に記載漏

明細書を訂正するとともに今

適切な処理を行うこととした

成 年度から、福利厚生費に

うこととした。

成 年度から、預り金として

れがあったためであ

後記載漏れ等がないよ

。

戻し入れ、適正な処理

記載して、帳簿処理す

ることとした。



３月分の電気・水道代の未収計上もれがある。こ 食堂業者に対する検針日以降の未収であり、これにつ

れについては受託料に影響が

清掃委託については、検収

料を残す必要がある。

費用集計が予算差引簿方式

いるが、期末の未払金に過不

まま処理されている。つまり

は他の不足している科目へ流

出ることになる。 いて

た。

にあたっての立会い資 検

た。

で運用管理がなされて

足が生じた場合、その

、未払金が余った場合

用し、残りはそのまま

平成

した

は、月末に事務所で検針し、

収を確実に行うとともに、資

年度から複式簿記を採用す

。

概算計上することとし

料を保存することとし

るよう検討することと

となっている。このため、決

合っていない科目がある。ま

期に繰り越さない方式になっ

簿記が採用されていないため

されないという基本的な問題

収入関係について

受託金収入の最終受入日は

るが、収入伝票及び予算差引

算書と帳簿の数値が

た、未払金の余りは翌

ている。これは、複式

、数値間の自動検証が

がある。

平成 年４月 日であ

簿（収入の部）は平成

受

た。

託金収入の記帳は、受入日で記帳するように改善し

年３月 日で記帳している

きである。

県有備品について

台帳記載 件（ 個）（過

のを除く）のうち現物がない

が、すべて平成 年９月１日

る。廃棄の理由は不明である

財団所有備品について

。事実の日を記帳すべ

去に廃棄があったも

ものは 件 個）ある

付け廃棄となってい

。

備

いて

品台帳と現物備品を照合する

は理由を明確にし、備品台帳

とともに廃棄備品につ

を整理した。

ふれ

１

現物は全部で 件との報告

のがあったかどうかは不明。

あいパーク

監査結果

収入関係について

当パークの施設利用に当た

料に関係なく、すべての利用

があった。廃棄したも 備

原因

っては、当日に有料無

者に５枚複写となって

平

証等

品台帳と現物を調査して、不

を調査し、適正な廃棄手続き

成 年度から、利用者の住所

により、適切な確認を行うよ

明備品については廃棄

を行った。

確認については、免許

う改善した。

いる「山口県青少年交流施設

いてもらうこととなっている

者については県内利用者か県

用料金に区別を設け、県外利

べて５割増となっている。県

かを問わず多くの人に利用し

要と考えるが、規程がある以

所の確認が望ましい。

使用許可申請書」を書

。その際、有料の利用

外利用者かによって利

用者は県内利用者に比

外利用者か県内利用者

てもらうことは勿論重

上、免許証等による住

現金出納帳の記帳の仕方に

と帳簿残高が合っていない。

き打ち検査を実施してはどう

管理費と事業費の区分が明

当初は管理費に計上されて

と業務費に計上されている。

雇用保険預り金が残ってい

る。

問題がある。実際残高

財団本部において、抜

か。

会

るよ

指導

らかでない。

いるが予算超過になる 利

こと

る。費用処理漏れであ 平

をす

計処理状況の実態調査をし、

う施設を指導するとともに定

した。

用料金収入と照らし合わせ、

とした。

成 年度から、福利厚生費に

ることとした。

適正な会計処理ができ

期的に検査を行うよう

適正な予算を編成する

戻し入れ、適正な処理



業務費について

ア 消耗備品費

請求書に日付が記載され

く何日に受け入れたか明確

イ 消耗品費

履行確認がされていない

ない。

ウ 修繕費

完成報告書がなく、ふれ

ておらず、納品書もな

でない。

請

ため納入日が確認でき 履

あいパークとしても確 修

求書、納品書には必ず日付を

行確認を行うこととした。

繕については、完成確認を書

入れるようにした。

類で残すこととした。

認した書類もない。

ふとん等はリース契約と

となっており、契約に当た

もり合わせで最低価格の業

る。この契約は、実質５年

あるが、契約上明記されて

で長期契約はできないこと

イベントのチケット売却

して契約上は１年契約

っては３者による見積

者と契約を行ってい

の長期契約とのことで

いない。予算との関係

と思われる。

代等から直接謝金の一

平

約と

今

成 年度から、リース契約に

し、適正な改善を行った。

後、イベント等のチケット売

ついては、３年間の契

却代は、一旦収入に計

スポ

「

推進

利用

部やコンサート会場借上料

旦収入に計上し、そして支

る。

ーツ交流村

リーディング・プロジェクト

計画書（平成２年３月）」を

形態の想定は記載されていた

に支払っているが、一

払いに計上すべきであ

上し

山口県スポーツ交流村

閲覧したところ、年間

が、具体的な収支計画

平

るこ

て、

て処理することとした。

成 年度から、指定管理者制

とから、指定管理者の立てる

公共・公益性の観点と経営的

度の導入を予定してい

長期収支計画につい

視点の双方から有効

はな

まま

標を

１

い。計画がプロジェクトとし

実施されたとすれば、開業後

何に求めるべきか判断がつか

監査結果

雇用保険預り金（ 円

用への振替漏れである。結果

となっている。

て金額的な評価もない

の費用対効果の測定指

ない。

性、

に努

）が残っている。費

として、受託費が過大

平

効率性を判定し、適切な施設

める。

成 年度分から福利厚生費へ

運営、事業展開の確保

振替えた。

備品管理簿には記載がある

の、県所有のもの、財団所有

ある。

県有備品について

台帳記載 件（ 個）

ものが 件（ 個）ある。

財団所有備品について

建物は全部で 件（ 個）

が物品目録にないも

のものの区分が不明で

平

と財

のうち、今回廃棄した 平

た。

ある。うち、金額不明 平

成 年 月に調査し、物品標

団所有備品を明示した。

成 年３月に物品規則に基づ

成 年 月に調査し、消耗備

示票により県所有備品

く廃棄手続きを行っ

品管理簿を整理した。

のものが 件（ 個）ある。

ヨットシュミレーションは

きない状況にある。

平成 年３月末で簿外の現

県に支払うものであり、預り

必要がある。

故障しており、使用で 修

ハー

等を

する

金が 円あった。

金に（貸方）計上する

平

理や維持管理に要する経費及

バーの供用開始により、利用

勘案した結果、現状のままモ

。

成 年３月分から預り金とし

び平成 年度のヨット

者が激減している状況

ニュメントとして活用

て計上した。

公衆電話代 円は未収入金ではなく、現金が 収入伝票の発行漏れであり、現金として処理を行っ



正しい。また、収入伝票が発行されていない。 た。

給料等の発生がないのに事

（労災保険）が発生している

思われる。

業務費のうち、人件費以外

ついて

ア 修繕費

４月に支払った金額につ

がないため実際にいつ履行

務局として福利厚生費

が、管理費が正しいと

平

の費用、財産管理等に

いて履行確認等の書類

されたか不明のものが

業

上、

成 年４月分から管理費へ計

務担当者と責任者（所長）が

押印することを徹底した。

上している。

、それぞれ履行確認の

ある。

イ 印刷製本費

３月 日請求のテキスト

品と考えられる。

ウ 委託契約

清掃業務について競争入

にされておらず、原則は

争入札をすべきである。安

冊 千円は貯蔵 ３

品が

札をしない理由が明確

万円以上の契約は競

易に随意契約としない

清

実施

務積

月末に、施設利用者へ配布す

適当である。

掃業務については、平成 年

しており、予定価格の積算に

算マニュアル（県管財課作成

る印刷物であり、消耗

度から指名競争入札を

ついても「庁舎管理業

）」に沿って適正に処

よう、随意契約とする場合

にし、また、予定価格につ

る必要がある。

清掃業務等について、責

印がない。

他の業務についても、業

等は入手していても、財団

類が必要である。

は具体的な理由を明確

いても、厳密に積算す

任者財団担当者の確認

者から保守点検報告書

担当者の履行確認の書

理し

履

が、

ている。

行確認については、業務担当

それぞれ確認の上、押印する

者と責任者（所長）

ことを徹底した。

財団事業及び自主事業につ

収支についてはパソコンで

明示する一方資金を預金通帳

名義）で管理しているが、財

に終了しているにもかかわら

点で通帳残高が 円存在

の支払い遅れ又は立替の未精

ずれにしても資金管理が妥当

いて

収支明細書を作成して

（スポーツ交流村主査

団事業は平成 年９月

ず、平成 年３月末時

した。これは、経費

算が考えられるが、い

でなく、注意が必要で

経

図っ

費の未払いであり、適正な資

た。

金管理について徹底を

生涯

１

票

は

の

ある。

教育センター

促進受託事業への入金につい

財団本部から促進受託事業へ

の起票漏れがある。一般的な

入金、出金などの事実に基づ

後元帳へ転記、試算表により

て

の入金について収入伝

会計帳簿の流れとして

いて伝票を起票し、そ

金額の一致を確認する

入

を行

金及び出金のたびに伝票を起

うよう徹底を図った。

票し、適正な会計処理

と

の

に

の

連

いうことになるが、当センタ

事実に基づいてその都度エク

入力し年度末にまとめてアウ

ため伝票起票と集計ソフトへ

動しておらず、今回のような

以下のような問題がある。

決裁規程３

所長の専決すべき事項 収

ーでは、入金及び出金

セルによる集計ソフト

トプットしている。こ

の入力とが作業として

起票漏れとなった。

入命令、支出命令に関

すること



財務規程７条２項

２

会計伝票は取引発生の事実

が正確であることを証する証

ばならない。

したがって、所長承認も行

程にも違反していたことにな

物品について

物品に物品標示票が貼られて

に基づき発行し、取引

憑書類を添付しなけれ

われておらず、財務規

る。

いない。 備品台帳に基づき、物品に物品標示票を貼るとともに

る

３

４

現在使えそうにない８ミリビ

が、適切な時期に処分が必要

県有備品について

台帳記載 件のうち現物のな

財団所有備品について

デオなども保管してあ

である。

使用

善し

いものが２件あった。 不

に、

不能物品については、適正な

た。

明備品の調査を行い、廃棄理

備品台帳を整理し、適正な改

廃棄手続きを行い、改

由を明確にするととも

善を行った。

地

埋蔵

１

現物は全部で 件。そのうち

調査により新たに確認された

文化財センター

監査結果

管理受託（埋蔵文化財セン

て

雇用保険預り金（ 円

平成８年４月１日の実

のが 件であった。

備

帳を

ター管理受託）につい

）は費用処理が必要で 平

品台帳と現物備品を照合し、

整理し、適正な改善を行った

成 年度から、福利厚生費に

現物に合わせて備品台

。

戻し入れ、適正な処理

ある。したがって同額だけ受

いる。

貸借対照表は、例えば期末

作成するなど、複式簿記の手

なっていない。いわゆる官庁

事業受託（埋蔵文化財発掘

て

センター管理費の配賦基準

託料が多く精算されて

の未払伝票を集計して

順で作成されるように

方式になっている。

を行

平

調査事業受託）につい

が明らかでない。配賦 事

うこととした。

成 年度から、複式簿記方式

務費の配賦基準を作成し、

を採用した。

年度から適用した。

基準を作成する必要がある。

平成 年から平成 年分に

給料の源泉所得税の追加徴収

遺跡ごとの費用集計を効率

べきである。伝票上でも明ら

実績集計値の正確性を検討す

た。発掘場所・事業ごとに番

の番号を付するようにすれば

ついて山口税務署から

を指摘された。

的に行う方法を検討す

かにされていないため

ることができなかっ

号を設定し伝票上もこ

、予算管理は容易に行

追

付済

た。

加徴収を指摘された分につい

み。 年度からは是正した。

年度から遺跡・発掘現場ごと

ては 年度末までに納

に集計するよう改善し

２

えるはずである。

発掘調査事業費のうち消耗

者に偏っていると思われる。

発掘調査管理費に給料等が

に、福利厚生費が計上されて

理すべきである。

消費税について

品の購入先が一部の業

計上されていないの

いる。発掘調査費で処

は、

管

年度から、発掘調査で多数購

見積合わせの上、単価契約を

理費ではなく、発掘調査費で

入する物品について

行う等改善した。

処理することとした。

平成 年度埋蔵文化財発掘事業の委託費は、県土木 教育財団（現在のひとづくり財団）への業務委託は、



事務所、県教育委員会、県農林事務所、国、市町村で 簡素で効率的な行政運営の確保

あ

査

を

税

う

出

り、埋蔵物文化センターの職

に関わる 名は県からの派遣

含めた委託料を支払うことに

（約 千円）を負担する

に山口県の役割分担は全国的

面からはこれについての検討

員は 名のうち発掘調

である。県の派遣職員

より、結果として消費

ことになる。前記のよ

な方法ではあるが、支

が必要である。

専

硬

の３

の確

ロパ

てい

（

埋

門職員の充実配置

直的な予算制度に縛られない

点を目的として実施したもの

保が先行き不透明な状況にあ

ー化を途中から凍結し、県職

る。

・ の取り組みは不十分な面

文発掘業務を実施する民間事

弾力的な業務運営

である。発掘調査業務

るため、専門職員のプ

員の派遣により対応し

がある）

業者が見あたらない現

３ 委託料について

社の写真測量については、

状で

営を

業務

の支

る。

平成 年５月 日に支 請

は、県の人的支援の下に財団

続けざるを得ない状況であり

委託は引き続き必要である。

払いが発生することはやむを

求書の日付は、受領時に確認

による弾力的な業務運

、 の目的達成のため

この委託に伴う消費税

得ないものと考えてい

し、可能な限り業者に

払

未

べ

に

いが行われているが、請求書

払金として確定したものが確

委託契約については、原則と

きであるが、随意契約を行っ

記載しておく必要がある。

意見

剰余金を積み立て、これを

に日付がなく、期末に

認できなかった。

して競争入札を実施す

た場合は、理由を明確

その

に対

県

した

こと

基本金に繰り入れた結 一

場で記入させている。今後と

応するよう徹底している。

の基準に合わせて契約事務を

がって、随意契約の理由につ

とした。

般的な公益法人の管理運営等

も遺漏の無いよう適切

実施することとした。

いても明確に記載する

に係る基準である「公

果、県の出資比率が４分の１

め、地方自治法第 条第７項

条第７項の規定により、県監

ることは、剰余金の発生経緯

であり、理事長は、大半の時

していたこと等を勘案すると

い。

を下回った。このた

及び同法施行令第

査委員監査が制限され

や、財団の会長が知事

期、県の教育長が兼務

、望ましいことではな

益法

管理

人の設立許可及び指導監督基

運営に努める。

準」に基づき、適正な

２ 山口県漁業信用基金協会

重要な指摘事項

ア 経済性及び効率性につい

本来の保証債務の担保た

れておらず、基金協会の運

期に来ている。

て

る資金が有効に活かさ

営について検討する時

（主

全

全国

る。

を含

く。

務課 水産部水産課）

国の多くの漁業信用基金協会

レベルで経営基盤強化に向け

今後、全国レベルの状況をみ

めた健全な運営のあり方につ

が同様な状況であり、

た検討も行われてい

ながら資金の有効活用

いて検討を行ってい

イ 保証の審査について

審査過程で課題が認識さ

し、多額の延滞債権が発生

が、何のために審査がある

がある。

れながらも保証を実行

しているものがある

のかをよく考える必要

こ

興を

な審

と事

融機

改善

れまでも本協会の設立趣旨に

図ることを目的に、地域の実

査に努めてきたところである

前協議（保証申込み前）を十

関と基金協会が協調し、保証

に向けた指導及び助言を行っ

基づき、中小漁業の振

情を勘案しつつ、厳正

が、今後とも金融機関

分に行うとともに、金

先に対して事後の経営

ていく。



個別事項

ア 経営成績について

平成 年度より、当期損

続いている。今後の経営方

が策定する漁業政策を根拠

本にして、それに沿った資

し、その上で融資、すなわ

すべきである。

イ 資金の状況について

益はマイナスの状態が

針について、国及び県

に漁業の将来展望を基

金投資をアドバイス

ち投資する方向性を示

運

から

に努

のあ

行っ

転資金等に対する保証要望が

、今後は需要の多いそれら資

めていく。また、国及び県の

り方についても全国レベルの

ていく。

強まる傾向にあること

金に対する保証の拡大

漁業政策に沿った保証

状況をみながら検討を

預金及び有価証券が生

出資金が漁業近代化資

金合わせて約 億円（県

あるが、計算上は出資が

務には何ら支障がなく、

額を増大させるという出

い。

県の出資額の適正性に

じた原因

金及び一般資金の両資

の出資金は 億円）

ゼロでも現状の保証業

基金協会の保証債務の

資目的には合理性がな

保

全国

ついて

証残高と基金等現在高との乖

の状況をみながら検討を行っ

離については、今後、

ていく。

保証残高に対する県の

い。

ウ 保証業務について

保証手続きについて

審査過程で課題が認識

出資割合が異常に高 現

な基

が基

よっ

県の

されながらも融資を認 こ

在、県の出資割合は、保証残

金等現在高と比較して高くな

金の主要な部分を占めており

て協会の経営安定が図られて

出資残高は必要であると考え

れまでも本協会の設立趣旨に

高の減少に伴い、必要

っているが、県出資金

、その基金の運用に

いることに鑑みれば、

る。

基づき、中小漁業の振

可したケースや認可の時

ケースがある。

延滞保証料について

徴収料の計算は、８月

いるが、３月末を未収計

に債務超過であった 興を

な審

と事

融機

改善

末と２月末に行われて

上しないと保証料が正

平

され

図ることを目的に、地域の実

査に努めてきたところである

前協議（保証申込み前）を十

関と基金協会が協調し、保証

に向けた指導及び助言を行っ

成 年３月以降、延滞保証料

るよう処置した。

情を勘案しつつ、厳正

が、今後とも金融機関

分に行うとともに、金

先に対して事後の経営

ていく。

が正確に決算書に反映

確に決算書に反映されて

銭的に重要性はないが、

ことが望ましい。

求償権について

回収手続について

・求償権台帳に回収に

らかにしておく必要

・求償権に対する違約

いないことになる。金

発生ベースで計算する

かかる交渉の経過を明

がある。

平

求償

金の減額・減免につい 平

成 年３月以降、求償権回収

権管理簿を整備した。

成 年３月以降、求償権に対

の交渉経過を記載した

する違約金の減額・減

て、特別な事情につ

く、何らかの基準が

求償権償却について

業務処理のチェック

れるため、理事会に対

提出する等、そのチェ

図る必要がある。

いて明示したものがな

必要と考える。

免に

性の

てい

機能は、理事会に限ら

し、より詳細な資料を

ック機能の充実強化を

平

り詳

ついては、求償債務者の実態

確保に努めるとともに、基準

く。

成 年３月以降、理事会への

細な資料を提供することとし

を考慮しながら、透明

についても検討を行っ

説明資料について、よ

た。



求償権残高と求償権償却引当金の状況につ

いて

回収困難としている

については、平成 年

あった。

エ 漁業従事者の出資と脱退

会員（漁業従事者）の脱

た。

オ その他の指摘事項

求償権のうち、３事案

度で償却すべきもので

３

について

退手続きに不備があっ 平

事案については、平成 年度

成 年度から定款に沿った手

に償却した。

続きを行っている。

現金管理について

出納担当者が金種別残

れに責任者の承認印を押

ペイオフについて

支払利息は少ないが、

借入金を圧縮すべきであ

高表を日々作成し、そ

すのが望ましい。

平

課長

ペイオフを考慮すれば

る。

借

協会

るこ

な

成 年３月以降、金種別残高

の承認印を受けるようにした

入金は、運用することを前提

の経営状況を考慮すれば現状

とは困難である。

お、ペイオフに対応できるよ

表を日々作成し、総務

。

としたものであり、本

においてこれを圧縮す

う、決済性の普通預金

有価証券の運用益につ

有価証券の売却益が有

ているが、雑収入とすべ

有形固定資産について

減価償却費を算定す

を除

いて

価証券利息で計上され

きである。

金

用基

り、

れて

るに当たって適用する

き有価証券で運用している。

融庁監督局長・水産庁長官名

金協会の監督に当たっての留

有価証券売却益は有価証券利

いる。

の通達である「漁業信

意事項について」によ

息として扱うこととさ

耐用年数について

省令の償却年数に従

のがあった。省令の改

要がある。また、省令

除却について

・償却備品台帳に記載

ち、 件は使用され

を資産として再計上

わず償却されていたも

正には十分留意する必

の適用誤りもあった。

省

に留

されている 件のう

ている。当該残存価額

すべきである。

平

理す

令に基づく償却年数に改めた

意するとともに、適用誤りの

成 年度において、償却備品

る。

。今後は、省令の改正

ないよう努める。

台帳を確認の上、再整

なお、償却備品台

ものと廃棄処分され

れていない。

・今後は、使用が不可

より、有姿除却とす

分しない限り除却処

する必要がある。

台帳に数量記載がな

帳上は使用されている

たものとの区別がなさ

能になるなどの理由に

るなど、実際に廃棄処

理をしないことを徹底

平

いし、現物管理もされ 備

成 年度から、廃棄処分をも

品台帳及び償却備品台帳には

って除却処理する。

数量を記載するととも

ていない。

外部出資金について

農林漁業信用基金に対

ては、返還されないとの

べきものではなく出資時

のであった。

に、

する外部出資金につい

ことから、資産計上す

に寄付金扱いすべきも

独

「信

から

とあ

ま

長・

決算時に現物確認を行うこと

立行政法人農林漁業信用基金

用基金の資本金は、（中略）

出資があったものとされた金

り、出資金として扱わざるを

た、本協会の業務報告書につ

水産庁長官名の通達により様

とした。

法第５条によれば、

政府及び政府以外の者

額の合計額とする。」

得ない。

いては、金融庁監督局

式が示され、当該通達

の勘定科目一覧表により、農林漁業信用基金への出資金



は外部出資として処理されることとなっている。

退職給与引当金につい

経理規程では基金都合

上することとなっている

上することが望ましい。

基金等明細表の訂正に

「基金等明細表」上の

計算書上の求償権償却額

％）となるはずである

て

要支給額の ％を計

ので、早期に全額を計

全

ついて

求償権償却額は、損益

（償却した求償権の

が、償却した求償権の

「

会に

額を計上するよう努めている

基金等明細表」を訂正の上、

おいて報告し承認済みである

。

平成 年６月の通常総

。

％を記載していた。

なお、訂正した「基金

一部であることから、次

承認を受けるべきである

計算書類を分かり易く

ンタビリティからの指摘

貸借対照表上の表示

定期預金、求償権及

等明細表」は決算書の

期総会において報告し

。

報告するというアカウ

事項

について

び借入金は経理規程 総会に提出する計算書類については、金融庁監督局

「勘定科目一覧表」に

されており、表示区分

ていない。これでは、

及び長期借入金も流動

区分され、資金計算の

合、正確な情報が表示

計算書類に対する注

有価証券の評価方法

よりすべて流動に区分

に１年基準は適用され

長期性預金、長期債権

資産または流動負債に

流動性を検討する場

されない。

長・

づい

記について

、求償権償却引当金の 総

水産庁長官名の通達による「

て勘定科目が決定されている

会に提出する計算書類につい

勘定科目一覧表」に基

。

ては、金融庁監督局

計上方法、保証責任準

ては、経理規程では規

計上重要な科目である

して注記することが望

カ 意見

基金協会が単一の組織と

備金の計上方法につい

定されていないが、会

ことから、会計方針と

ましい。

長・

証券

向で

な

は、

認で

して効率的であるかど 全

水産庁長官名の通達に基づき

の評価方法については、今後

検討していく。

お、求償権償却引当金及び保

貸借対照表付属明細表にそれ

きるようにしている。

国の多くの漁業信用基金協会

作成しているが、有価

、欄外注記を加える方

証責任準備金について

ぞれの内訳を記載し確

が同様な状況にあり、

うか疑問である。法的な問

組織との統合が不可能であ

区で１つの組織にできない

協会と相互に意見を交換し

正等進言してもいい時期に

と判断する。

題もあり、県内の他の

れば、例えば、中国地

かなど、他府県の基金

て国に対して法律の改

きているのではないか

全国

ると

今

織の

レベルでの経営基盤強化に向

ころである。

後、こうした全国レベルでの

あり方について、必要な提言

けた検討も行われてい

検討の中で、将来の組

を行っていく。



平成 年度包括外部監査の結果に基づき措置した内容等について

第１

第２

包括外部監査の特定事件

財政的援助団体の財務事務及

包括外部監査の結果に基づく

次のとおり

監 査 結

（そ の ２

び事業の管理

措置

果

）

措 置 の 内 容

２ 財団法人山口県勤労者福祉事

住宅転貸融資事業

残件数が減少し、今後の収

員で管理することは問題であ

る必要がある。

本事業については、減少の

その存在意義が危ぶまれ、現

使うことのないよう抜本的な

業団

入減を見込めば、現人

り、早急な対応を講じ

一途をたどっており、

在の積立資金を無駄に

改革が必要である。

（主

平

債権

に業

な

定で

務課 商工労働部労政課）

成 年 月から平成 年度に

譲渡、及び同じ融資事業を行

務引継することにより事業を

お、これにより、平成 年度

ある。

かけて、金融機関への

っている他の公益法人

終了する予定である。

中に団体を解散する予

５ 山口宇部空港ビル株式会社

経理処理等

ア 財務諸表の表示等につい

監査役監査が十分にな

ず、実際に監査のできる

る。

て

されているとは言え

人選をする必要があ

（主

監

社西

両氏

務課 商工労働部交通運輸対

査役には、株式会社山口銀行

京銀行代表取締役頭取大橋光

本人により、直接、監査を実

策室）

田中耕三氏及び株式会

博氏が就任しており、

施している。



平成 年度包括外部監査の結果に基づき措置した内容等について

第１

第２

包括外部監査の特定事件

財政的援助団体の財務事務及

包括外部監査の結果に基づく

次のとおり

監 査 結

（そ の ２

び事業の管理

措置

果

）

措 置 の 内 容

１ 山口県道路公社

彦島有料道路について

ア 料金徴収期間満了時には

ほぼ同額の支出超過となる

で、この返還財源について

イ 無料開放に際しては料金

となるが、この費用の負担

である。

、県の出資金 億円と

ことが見込まれるの

の検討が必要である。

（主

料

公社

所施設等の撤去が必要

についての検討が必要

施

関市

て撤

務課 土木建築部道路整備課

金徴収期間満了時に生じる未

に補助金を交付することにな

設の有効利用の観点から地元

に引き継ぎ、それ以外の施設

去することとした。

）

償還金について、県が

った。

で活用できる施設は下

は公社が費用を負担し

６

駐車場について

駐車場整備については、本

資産に計上し、減価償却を行

山口県流通センター株式会社

来構築物等として固定

うべきである。

現

が経

額が

今

計上

（主

在ある構築物等については、

過し資料がないため、固定資

特定できなかった。

後は、構築物等を新設・更新

し、減価償却を行う。

務課 商工労働部商政課）

設計図書等の保存期間

産として計上すべき金

した場合は固定資産に

流通センター広場について

平成９年から積極的な活用

にある。今後、この広場の利

る必要がある。

がなされていない状況

用方法について検討す

平

を行

して

成 年 月から山口県流通セ

い、立地企業向けの業務用及

活用を図ることとした。

ンター株式会社に貸付

び社員用有料駐車場と



平成 年度包括外部監査の結果に基づき措置した内容等について

第１

第２

包括外部監査の特定事件

土木建築部が行った公共用地

包括外部監査の結果に基づく

次のとおり

監 査 結

（そ の １

の取得

措置

果

）

措 置 の 内 容

◇

５

公共用地取得事務について

宇部土木建築事務所

事業別指摘事項

オ 厚東川基幹河川改修

買収地の管理について

旧土地所有者に稲作を

権の発生等法的な問題も

を整理しておく必要があ

容認していたが、耕作

確認のうえ、事実関係

る。

（主

平

事を

して

務課土木建築部用地課）

成 年度で、隣地との境

実施して、稲作を止めさせ、

管理している。

界に水路を設置する工

買収地は、河川敷地と

この点からも台帳等に

要と考える。

よる買収地の管理は必



（そ の ２）

第１

第２

１

包括外部監査の特定事件

財政的援助団体の財務事務及

包括外部監査の結果に基づく

次のとおり

監 査 結

財団法人やまぐち産業振興財

重要な指摘事項

び事業の管理

措置

果

団 （主

措 置 の

務課商工労働部新産業振興課

内 容

）

イ 効率性に関する事項

メカトロ技術センター

験室及び電算室の設備が

発するための中核となる

め、利用率はきわめて低

する必要がある。

メカトロ技術センター事業

ア メカトロ技術センターの

については、計測・試

陳腐化し、新技術を開

設備がない。このた

く効率的な運用を検討

平

測・

とし

うち、貸研究室以外の 平

成 年度において、陳腐化し

試験室及び電算室については

た。

成 年度において、陳腐化し

た設備は処分し、計

、貸研究室とすること

た設備は処分し、計

部分については、効率的な

要である。

債務保証事業

ア 審査については、技術審

財務面での審査が十分でな

ため、財務面での審査・ア

等も検討すべきである。

地域技術起業化推進事業

活用について検討が必 測・

とし

査はなされているが、

いと考えられる。この

ドバイザー担当の充実

平

アド

定し

試験室及び電算室については

た。

成 年度において、審査委員

バイスが可能な有識者２名（

、財務面での審査体制を整え

、貸研究室とすること

に財務面での審査及び

中小企業診断士）を選

た。

イ 新集積（下関）発展促進

らの負担金の徴収について

加する際には検討すべきで

事業に係る出展企業か

は、将来出展企業が増

ある。

本事業は、平成 年度をもって終了した。


